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は じ め に 

 

わが国では、令和７年（2025年）に団塊の世代が 75

歳以上の後期高齢者に、令和 22年（2040年）には団塊

ジュニア世代が 65歳に到達し、今後も高齢化が進展する

ことが予想されています。 

一方、高齢者を支える現役世代の減少や、１人暮らし

高齢者、老老介護世帯など支援が必要な人の多様化、多

発する自然災害や感染症対策といった問題が顕在化して

おり、持続可能なまちづくりを構築するための取り組み

が急務となっています。 

 

本市では、成長から成熟するまちづくりへの転換期の中、介護保険制度の適切な運営や

高齢者が健康で生きがいを持って活躍できる環境づくり、誰もが住み慣れた地域で自分ら

しく暮らすことができる社会を目指した「三田安心ケアシステム（三田市版地域包括ケア

システム）」の構築や深化に取り組んでまいりました。 

第８期計画では、国の動向や現行計画の進捗状況、高齢者ニーズ調査や在宅介護実態調

査等の結果を踏まえ、健康寿命の延伸に向けた高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

体制の整備や地域包括ケア推進拠点の機能強化、介護人材の確保・育成、防災・感染症対

策などの取り組みを新たに進めていきます。 

また、本計画では、世代や分野、「支え手」「受け手」という関係を超えて、多様な主体

が地域をともに創る「地域共生社会」の実現を目指してまいりますので、引き続き、皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたって、ご意見をいただきました市民、事業者の皆様をはじ

め、計画策定に尽力いただきました三田市高齢者・介護審議会委員や市議会の皆様のご指

導、ご助言に心から感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 
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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景 

 

わが国では、令和７年（2025 年）にいわゆる団塊の世代（昭和 22 年～昭和 24 年生まれ）が

すべて 75歳以上（後期高齢者）に、令和 22年（2040年）には団塊ジュニア世代（昭和 46年～

昭和 50年生まれ）が 65歳以上に到達し、今後も高齢化が進展することが予想されています。そ

れに伴い、要支援・要介護認定者や認知症高齢者、１人暮らし高齢者、老老介護世帯など、支援

が必要な人はますます増加・多様化するとともに、現役世代（地域社会の担い手）の減少といっ

た問題が顕在化することとなります。 

そのような中、介護者を社会全体で支える仕組みである介護保険制度においては、令和７年

（2025 年）に向けた地域包括ケアシステムの推進や介護人材不足等に対応するとともに、令和

22 年（2040 年）を見据えた地域共生社会の実現をめざし、制度の持続可能性を確保しながら、

自立支援・重度化防止や日常生活支援等の役割・機能を果たし続けられるよう制度の整備や取り

組みの強化が図られました。 

本市においても、健康寿命の延伸に向けた介護予防・健康づくりの推進、多様なニーズに対応

する支援の提供・整備、地域のつながり機能・マネジメント機能の強化等の取り組みを通じて、

介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができる社会をめざし、「三田安心ケアシステム（地域包

括ケアシステム）」を推進していきます。 

また、この三田安心ケアシステムを中核的な基盤として、制度・分野ごとの縦割りや、支え

手・受け手という関係を超えて、地域住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく「地域共生社会」の実現をめざします。 

これに伴い、平成 30年３月に策定した「いきいき安心プラン２１ 三田市高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画（平成 30～令和２年度）」の実施状況の評価、検証を行うとともに、上記

の制度改正を踏まえて計画を見直し、「いきいき安心プラン２１ 三田市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画（令和３～５年度）」を策定します。 
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２．法的位置付けについて 

 

この計画は、介護保険の利用の有無にかかわらず、高齢者福祉に関する施策全般を定める高齢

者保健福祉計画と、介護保険事業についてそのサービス見込量などを定める介護保険事業計画

を一体的に策定するものです。 

高齢者保健福祉計画は、基本的な政策目標を設定するとともに、その実現のために取り組むべ

き施策全般を盛り込んでおり、老人福祉法第 20 条の８の規定による老人福祉計画と位置付けら

れます。 

介護保険事業計画は、要支援・要介護者の人数、介護保険の給付対象となるサービスの利用意

向等を勘案し、介護保険の給付対象となるサービスの種類ごとの量の見込み等を定めるなど、介

護保険事業運営の基礎となる事業計画です。介護保険法第 117 条に規定された計画で今回が第

８期となります。 

 

３．計画の期間 

 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３か年とします。 

本計画は、いわゆる団塊の世代が後期高齢者に到達する令和７年（2025年）の高齢者のあるべ

き姿と、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年（2040年）を見据えた計画とし、

中長期的な視野に立ったサービス・給付・保険料の推計、施策の展開を図ります。 
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４．第８期計画の基本指針について 

 

地域共生社会の実現をめざすため、令和３年４月１日から社会福祉法・介護保険法・老人福祉

法等の一部が改正されます。これを踏まえ、第８期計画において一層の充実が求められる事項は

以下のとおりです。 

 

 令和７年（2025年）・令和 22年（2040年）を見据えたサービスの基盤、人的基盤の整備 

○令和７年（2025 年）・令和 22 年（2040 年）を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介

護需要等を踏まえて計画を策定すること。 

 

 地域共生社会の実現 

○地域共生社会の実現に向けた考え方や取り組みを検討すること。 

 

 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

○一般介護予防事業の推進においては、「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、「他

の事業との連携」を行うこと。 

○就労的活動等を自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みに位置付けること。 

○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定すること。 

○保険者機能強化推進交付金等を活用し、施策の充実・推進を行うこと。 

○在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえること。 

○要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標を立てること。（国指標参考） 

○ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整

備を行うこと。 

 

 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅にかかる都道府県・市町村間の情報連携の強化  

○住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を把握すること。 

○介護保険施設の整備にあたっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置

状況を勘案し計画を策定すること。 

 

 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

○認知症施策推進大綱等を踏まえ、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策の推進につ

いて５つの柱に基づいた施策を展開すること。（普及啓発やチームオレンジの設置及び「通い

の場」の拡充等。） 

○教育等他の分野と連携すること。 
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 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保を行うこと。 

○介護現場における業務仕分けやロボット・ＩＣＴの活用、元気高齢者の参入による業務改善な

ど、介護現場革新の具体的な方策を検討すること。 

○ポイント制度や有償ボランティア等を総合事業などの担い手確保の取り組みに位置付けるこ

と。 

○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行うこと。 

○文書負担軽減に向けた具体的な取り組みを検討すること。 

 

 災害や感染症対策にかかる体制整備 

○近年の災害発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えを行うこ

と。 

 

※資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和２年８月７日） 
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５．他計画との関係 

 

本計画は、「三田市総合計画」及び地域福祉の推進を具体化するための社会福祉法第107条に基

づく「三田市地域福祉計画」を上位計画とし、その他、保健・医療・福祉または居住に関する事

項を定める計画と調和を保ちながら策定を行います。 

また、「兵庫県老人福祉計画（介護保険事業支援計画）」及び「兵庫県保健医療計画」との整合

性を図ります。 

 

【本計画の位置付け】 

 

 

  

三田まちづくり憲章 

三田市総合計画 

三田市人権施策基本方針 

三田市地域福祉計画 

三
田
市
ま
ち
づ
く
り 

基
本
条
例 

兵
庫
県
老
人
福
祉
計
画 

（
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
） 

三
田
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画 

三
田
市
障
害
者
福
祉
基
本
計
画
・ 

障
害
福
祉
計
画 

健
康
さ
ん
だ 

計
画 

三
田
市
子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

兵
庫
県
保
健
医
療
計
画 

21 
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６．計画の策定体制 

 

 高齢者等の現状を把握するための実態調査の実施 

高齢者ニーズを把握するため、65 歳以上の要介護認定を受けていない者を対象とした「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」と、在宅で介護をしている家庭を対象とした「在宅介護実態調

査」を実施し、高齢者の状態や自立した生活を送る上での課題、今後の意向等をより的確に把握

するとともに、介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要かを検討する上で

の基礎資料としました。 

また、三田市内で介護保険サービスを提供している事業所を対象とした「介護保険サービス提

供事業者調査」、三田市内のケアマネジャーを対象とした「ケアマネジャー調査」を実施し、介

護保険サービス提供事業者の現状や今後の展望等、ケアマネジャー本人や担当されている要介

護者を取り巻く現状について把握することで、施設整備等を検討する上での基礎資料としまし

た。 

 

 三田市高齢者・介護審議会の開催 

学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険者代表などの参画を求め、「三田市高齢者・介

護審議会」を開催し、幅広い意見の反映に努めました。 

 

 市民意見の募集と計画への反映 

広く市民の方々からの意見を募集するため、市ホームページ等において計画素案を公表し、

「パブリックコメント」を実施しました。 
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７．日常生活圏域の設定 

 

日常生活圏域は、市民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その

他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設整備の状況、その他の条件を総

合的に勘案して定めるものです。 

本市では、第３期計画において、市内６つの保健福祉圏域を日常生活圏域として設定し、その

圏域ごとに地域包括支援センター、高齢者支援センターを設置し、地域の身近な安心拠点、高齢

者総合相談窓口として高齢者の様々な相談やニーズに対応したサービスの提供と地域包括ケア

体制の構築に取り組んできました。本計画においても、引き続き現行の６つの圏域を日常生活圏

域とします。 

 
 

 
市全体 

三田・ 

三輪南 

三輪北・ 

小野・高平 
広野・本庄 藍 フラワー 

ウッディ・ 

カルチャー 

人口 110,996 27,322 7,161 8,098 9,265 20,759 38,391 

高齢者数 28,321 6,465 2,815 2,724 3,160 6,025 7,132 

高齢化率 25.5％ 23.7％ 39.3％ 33.6％ 34.1％ 29.0％ 18.6％ 

指定事業者数

（うち、施設

サービス） 

156 

（10） 

82 

（3） 

8 

（1） 

22 

（4） 

8 

（1） 

9 

（1） 

27 

（0） 

※資料：令和２年９月末現在  
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第２章 三田市の高齢者を取り巻く現状 

１．人口・世帯数 

 

 現在の人口 

令和２年９月末の人口をみると、男性は60歳～64歳が最も多く4,305人、女性は55～59歳が最

も多く4,842人となっています。 

 

※資料：住民基本台帳 令和２年９月末現在 
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 人口の推移 

① 人口構成の推移 

人口の推移をみると、総人口は減少傾向にあり、令和２年では110,996人となっています。 

一方で、高齢者人口は増加傾向にあり、令和２年では28,321人と、平成27年の23,080人から

5,241人増加しています。 

高齢化率も年々上昇し、令和２年では25.5％となっています。また、総人口に占める75歳以

上の割合は、令和２年で11.0％となっています。 

 

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳 各年９月末現在 
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② 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者・後期高齢者ともに増加傾向にあり、令和２年では

前期高齢者が16,114人、後期高齢者が12,207人と、平成27年から前期高齢者3,020人、後期高

齢者2,221人の増加となっています。 

高齢者人口に占める前期高齢者、後期高齢者の割合は、横ばいで推移しています。 

第７期計画における推計値と比べると、ほぼ計画どおりに推移しています。 

  

 

 
 

 

※資料：住民基本台帳 各年９月末現在 
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③ 高齢化率の比較 

三田市の高齢化率は、全国、県と比べて低くなっていますが、伸び率は両者を上回っていま

す。 

 

 

※資料：市は住民基本台帳 各年９月末現在、兵庫県、全国は総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研

究所「日本の地域別将来推計人口」 
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 世帯数の推移 

世帯数の推移をみると、一般世帯数は増加傾向にあり、平成27年では41,034世帯と、平成22年

の40,030世帯から1,004世帯増加しています。 

また、高齢者を含む世帯も増加傾向にあり、平成27年では14,855世帯と、平成22年の12,016世

帯から2,839世帯増加しています。また、平成27年では高齢独居世帯は2,887世帯、高齢夫婦世帯

は3,944世帯となっています。 

一般世帯に占める高齢独居世帯の割合も年々上昇し、平成27年では7.0％となっています。 

 

 

 

 

 

※資料：総務省「国勢調査」 ただし、国勢調査は５年ごとの指標値のみが公表されているため、それ以外の年

度については各指標値を直線で結んだ際に算出される値となっている。 

※一般世帯数は、世帯総数から学校の寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所などの入院者、社会施設の入所者、

矯正施設の入所者等から成る施設等の世帯を除いた世帯数。 

※高齢者を含む世帯数は、一般世帯のうち、65歳以上の世帯員が１人以上いる世帯数。 

※高齢独居世帯数は、高齢者を含む世帯のうち、世帯員が 65歳以上の高齢者１名のみの世帯数。 

※高齢夫婦世帯数は、世帯員が夫婦のみの世帯のうち、夫及び妻の年齢が 65歳以上の世帯数。 
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 将来人口推計 

① 人口構成の推移 

将来人口の推計をみると、総人口は今後減少傾向となり、令和５年では108,631人と、令和

２年から2,365人減少する見込みとなっています。その後も減少は続き、令和７年（2025年）

では106,927人、令和22年（2040年）では94,431人となっています。 

高齢者人口は、増加傾向となっており、令和５年では30,990人と、令和２年から2,669人増

加する見込みとなっています。 

また、高齢化率については今後も上昇し、令和５年では28.5％、令和７年（2025年）では30.7％、

さらに令和22年（2040年）では39.7％となる見込みです。 

  

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。令和 22 年（2040 年）のみ国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

※「コーホート変化率法」は、同年に出生した集団（コーホート）の過去における実績人口の変化率に基づき将

来人口を推計する方法。 
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② 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者は横ばい、後期高齢者は増加傾向となっており、令

和５年では前期高齢者が16,839人、後期高齢者が14,151人となっています。 

高齢者人口に占める前期高齢者、後期高齢者の割合は、令和８年まで差が縮まり続け、以降

は逆転し、令和22年（2040年）まで差が広がりながら推移する見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。令和 22 年（2040 年）のみ国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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２．要支援・要介護認定者数 

 

 要支援・要介護認定者数の推移 

① 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、概ね増加傾向にあり、令和２年では4,933人と、

平成27年の4,091人から842人増加しています。 

認定率は横ばいから微減傾向で推移し、令和２年では17.0％となっています。 

 

 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年９月末現在（令

和２年のみ７月末） 

※本指標の「認定率」は、第１号被保険者の要支援・要介護認定者数を第１号被保険者数で除した数。 
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② 要支援・要介護認定者の内訳の推移 

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると、すべての要介護度で増加傾向となっています。

特に、要支援１は令和２年で1,103人、要介護１は1,208人と、平成27年から300人以上増加し

ています。 

 

 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年９月末現在（令

和２年のみ７月末） 
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③ 認定率の比較 

三田市の認定率は、全国より高く、県より低い水準で推移しています。 

県内41市町中、８番目に高くなっています。 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年３月末日現在 

※性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用。計算に用いる標準的な人口構造は平成 27 年１月１日時点の全国

平均の構成。 

 

（近隣 21市町との比較） 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 平成 30年度 

※性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用。計算に用いる標準的な人口構造は平成 30 年度の全国的な全

国平均の構成。 
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 要支援・要介護認定者数の推計 

① 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推計をみると、今後も増加傾向となり、令和５年では5,581人と、

令和２年から648人増加する見込みとなっています。その後も増加は続き、令和７年（2025年）

では5,946人となっています。 

認定率は、令和５年では17.6％、令和７年（2025年）では17.8％となる見込みです。 

 

 

 

 

 

※資料：地域包括ケア「見える化」システムで推計。 

※令和６年は令和５年と令和７年（2025年）の中間値としている。 

※本指標の「認定率」は、第１号被保険者の要支援・要介護認定者数を第１号被保険者数で除した数。 
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② 要支援・要介護認定者数の内訳の推移 

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると、いずれの要介護度でも増加傾向にあります。

特に、令和７年（2025年）にかけて要介護１が大きく伸びる見込みとなっており、令和２年か

ら244人増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

※資料：地域包括ケア「見える化」システムで推計。 

※令和６年は令和５年と令和７年（2025年）の中間値としている。 
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 認知症高齢者数の推計 

認知症高齢者数の推計をみると、増加傾向で推移し、令和５年では2,809人になる見込みとな

っています。その後も増加は続き、令和７年（2025年）では2,986人となっています。 

要介護度別の内訳をみると、特に要介護１で増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

※資料：令和元年９月現在の性・年齢階層別の要支援・要介護認定者に占める医師意見書の認知症自立度Ⅱ以上

の割合をもとに推計。 
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 障害高齢者数の推移 

障害自立度Ａ以上の高齢者数は増加傾向にあり、令和元年では4,202人と、平成27年の3,716人

から486人増加しています。内訳をみると、障害自立度Ｊ１～Ａ２で増加しています。 

一方、認定者に占める障害自立度Ａ以上の高齢者割合は微減傾向で推移し、令和元年では

77.0％となっています。 

 

 

 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」 各年 10月末現在 

※本指標の「障害自立度」は、認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会において最終的に決定された

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）を指す。 
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３．給付の状況 

 

 第１号被保険者１人あたり給付月額 

平成30年の第１号被保険者１人あたり調整給付月額の状況をみると、施設及び居住系サービ

スの給付月額は9,433円、在宅サービスは9,440円となっており、在宅サービスについては全国

（10,600円）や県（10,838円）より低く、施設及び居住系サービスについては全国（9,790円）

より低く、県（9,173円）に比べ高くなっています。県内41市町中、施設及び居住系サービスは

16番目に高く、在宅サービスは12番目に低くなっています。 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」、「介護保険事業状況報告（年報）」 平成 30年 

※調整給付月額は、第１号被保険者の性・年齢構成を調整し、単位数に一律 10円を乗じ、さらに実効給付率を乗じ

た数。 

※本指標の「在宅サービス調整給付月額」は、在宅サービス給付費の総額を第１号被保険者数で除した数。 

※本指標の「施設及び居住系サービス調整給付月額」は、第１号被保険者に対する施設及び居住系サービス給付費

の総額を第１号被保険者数で除した数。 

※在宅サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護（介護老人保健施設）、短期入所療養介護（介護

療養型医療施設等）、福祉用具貸与、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通

所介護を指す。 

※施設及び居住系サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型

医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護を指す。 
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 サービス利用状況 

① 介護予防サービス 

介護予防サービスの利用状況をみると、介護予防短期入所生活介護、特定介護予防福祉用具

販売、介護予防支援等で計画値を下回っています。 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 
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② 介護サービス 

介護サービスの利用状況をみると、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で計画値を大きく上

回っています。一方で、短期入所療養介護（老健）、短期入所療養介護（病院等）、介護療養型

医療施設等で計画値を大きく下回っています。 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。  
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 給付費の状況 

① 介護予防サービス 

介護予防サービスの給付費をみると、介護予防短期入所生活介護、特定介護予防福祉用具販

売、介護予防支援等で計画値を大きく下回っています。 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 
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② 介護サービス 

介護サービスの給付費をみると、短期入所療養介護（病院等）、地域密着型特定施設入居者

生活介護、介護療養型医療施設等で計画値を大きく下回っています。 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 
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③ 給付費 

総給付費をみると、平成30年度、令和元年度ともに各サービス概ね計画値どおりとなってい

ます。 
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４．調査結果 

 

高齢者等の現状を把握するために実施した各調査の結果について、各調査の主要な目的と一

致する項目及び第８期計画において重点となる項目を抜粋して掲載しています。 

 

【分析結果を見る際の留意点】 

・「n」及び「N」は「number」の略で、比率算出の母数を指します。また、「N」は悉皆調査で

あることを表しています。 

・単数回答の場合、本文及び図表の数字に関しては、すべて小数点第２位以下を四捨五入し、

小数点第１位までを表記しています。このため、百分率の合計が100.0％とならない場合が

あります。 

・複数回答の場合、図中にMA、LAと記載しています。 

 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【調査概要】 

対象者 
三田市内に住む高齢者 3,300名 

（要介護認定を受けていない方、及び要支援１・２の方から無作為抽出） 

実施期間 令和２年２月 14日（金）～令和２年３月６日（金） 

実施方法 郵送配布、郵送回収 

回収状況 配布数：3,300件、有効回収数：2,518件、有効回答率：76.3％ 

 

① 家族構成 

 
家族構成は、「１人暮らし」が12.4％、「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」が45.6％となっ

ており、これらを合わせると高齢者のみの世帯が58.0％となっています。 

   

高齢者のみの世帯が６割 
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② 外出の状況 

 
外出を「控えている」人が19.5％となっています。 

外出を控えている理由としては、「足腰などの痛み」が50.0％と最も多くなっています。次

いで「交通手段がない」が16.3％、「トイレの心配（失禁など）」が16.1％となっています。 

 

【外出を控えることの有無】                 【外出を控えている理由】 

  
③ 地域づくり活動への参加意向 

 
地域住民による地域づくりのグループ活動に、「是非参加したい」、「参加してもよい」を合

わせた55.1％が、参加意向があると回答しています。 

一方で、地域住民による地域づくりのグループ活動に企画・運営者として、参加意向のある

人は31.8％となっています。 

 

【参加者としての参加意向】            【企画・運営者としての参加意向】 

    

外出を控えている理由は足腰などの痛みが最も多い 

参加者としての参加意向が約６割、企画・運営者としての参加意向が３割 
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④ 認知症相談窓口の周知状況 

 
認知症に関する相談窓口を知っているかについて、「はい」が29.7％、「いいえ」が66.6％と

なっています。 

 
 

⑤ 介護が必要になったときに希望する生活 

 
「介護サービスを利用しながら、できるだけ自宅で暮らしたい」と「介護サービスを利用せ

ずに、家族などに介護してもらいながら、自宅で暮らしたい」を合わせた“自宅で暮らしたい”

は、69.3％となっています。 

 

  

認知症相談窓口の認知度は３割程度にとどまっている 

約７割が自宅を望んでいる 
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 在宅介護実態調査 

 

【調査概要】 

対象者 在宅で介護を受けている要支援・要介護認定者 1,200名 

実施期間 令和２年４月 23日（木）～５月 15日（金） 

実施方法 郵送 

回収状況 配布数：1,200件、有効回収数：759件、有効回答率：63.3％ 

 

① 主な介護者 

 
主な介護者が「子」である人が51.7％と最も多く、次いで「配偶者」が30.1％となっています。  

  

② 介護離職 

 
「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」人が65.5％と最も多くなっています。一

方で、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」人は5.8％となっています。 

今後の介護と仕事の両立については、「問題はあるが、何とか続けていける」人が59.9％と

最も多くなっています。また「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難し

い」を合わせた9.1％の人が現状では今後介護と仕事を両立していくことが難しいと回答して

います。 

【介護離職者の有無】                【今後の介護と仕事の両立】 

    

主な介護者は子と配偶者で約８割 

今後介護離職をする可能性のある人が約１割 
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③ 不安に感じる介護 

 
不安に感じる介護は、「外出の付き添い、送迎等」が29.3％と最も高く、次いで「入浴・洗

身」が28.3％、「認知症状への対応」が24.4％となっています。 

  

 

④ 在宅生活の継続に必要なサービス 

 
「外出同行（通院・買い物など）」、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」がそれぞれ

30.7％、28.6％と多くなっています。次いで「掃除・洗濯」、「買い物（宅配は含まない）」が

それぞれ20.2％、18.8％となっています。 

   
  

外出支援、入浴・洗身、認知症状への対応を不安に思う介護者が多い 

外出同行、移送サービスといった外出支援が多く求められている 



 33 

 介護保険サービス提供事業者調査 

 

【調査概要】 

対象者 市内の介護保険サービス提供事業者 

実施期間 令和２年６月 17日（水）～６月 30日（火） 

実施方法 郵送 

回収状況 配布数：136件、有効回収数：110件、有効回答率：80.9％ 

 

① 従業員の過不足状況 

 
従業員の過不足状況について、「大いに不足している」「不足している」「やや不足している」

を合わせた“不足している”は45.4％となっています。 

 

② 提供しているサービス、今後の提供意向 

 
取り組んでいる保険外サービスについて、「外出同行（通院、買い物など）」が11件で最も多

く、次いで「買い物」「ゴミ出し」「見守り、声かけ」「移送サービス」が８件となっています。 

いずれのサービスでも新規展開の意向がある事業所があり、特に「外出同行」が９件、「買い

物」「見守り、声かけ」「サロンなどの定期的な通いの場」が６件と多くなっています。 

【取り組んでいるサービス】              【新規展開したいサービス】 

     

半数近くの事業所で従業員が不足している 

外出同行サービスの提供意向が比較的多い 
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③ 充実すべき取り組み 

 
充実すべき高齢者保健福祉サービス・活動について、「認知症高齢者等の見守り体制（ＳＯ

Ｓネットワーク等）」が34.5％で最も多く、次いで「ごみの個別収集」が33.6％、「移送サービ

ス」が32.7％となっています。 

  

 

④ 認知症の人への対応での課題 

 
認知症の人への対応における課題について、「症状の重度化への対応」が61.8％で最も多く、

次いで「症状の特性に応じた対応」が58.2％、「認知症への対応に関する職員のスキルアップ」

が42.7％となっています。 

  

  

認知症高齢者等の見守り体制、ごみの個別収集、移送サービスが３割以上と多い 

症状の重度化・特性に応じた対応とそれに関する職員のスキルアップが課題 
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 ケアマネジャー調査 

 

【調査概要】 

対象者 市内の居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに所属するケアマネジャー94名 

実施期間 令和２年６月 17日（水）～６月 30日（火） 

実施方法 郵送 

回収状況 配布数：94件、有効回収数：76件、有効回答率：80.9％ 

 

① 関係機関との連携 

 
医療機関（主治医）との連携について、「どちらともいえない」が34.2％で最も多く、「とれ

ている」と「まあとれている」を合わせた “とれている”は30.2％となっています。 

地域包括支援センター・高齢者支援センター職員との連携については、“とれている”が

80.2％と多くなっています。 

 

【地域包括支援センターとの連携】           【医療機関（主治医）との連携】 

  
 

② 市に期待すること 

 
市に期待する役割について、「相談機能の充実」が53.9％で最も多く、次いで「処遇困難事例

への対応の支援」が52.6％、「情報提供の充実」が47.4％となっています。 

  

  

地域包括支援センターとは８割が連携をとれている一方、医療機関とはより連携が必要 

相談機能の充実、処遇困難事例への対応支援、情報提供の充実が求められている 
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５．日常生活圏域ごとの状況 

 

 三田・三輪南圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

将来推計人口をみると、総人口は減少、高齢者人口は増加していく見込みです。高齢化率は

市全体と同程度であり、他の圏域と比べると比較的低いものの、第８期中に３％程度上昇する

と考えられます。その後も上昇を続け、第９期中に約30％、令和22年（2040年）までの長期推

計では約39％になる推計となっています。 

要支援・要介護認定者数は今後増加していくと考えられ、第８期中に150人以上増加する推

計となっています。認定率は19％前後で微増しながら推移する見込みです。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口割合をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。  
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

それぞれのリスク判定に該当す

る人の割合について市全体と概ね

同じ傾向を示しています。しかし、

認知機能の低下リスクについては

やや多くなっています。 

１人暮らし、高齢者２人世帯を

合わせた高齢者のみの世帯は、約

60％となっています。市全体では

高齢者のみの世帯は 58.0％であ

り、三田・三輪南圏域は市全体に

比べ約２ポイント多くなっています。 

食品・日用品の買物、食事の準

備について「できない」と回答し

ている人の割合は、市全体に比べ

やや多くなっています。買物、配

食のニーズはやや多いと考えられ

ます。 

 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合は 49.5％と市内６圏域の中で２番目に多く、市内でも比較的高齢者

の中の高齢化が進んでいます。また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「１人暮らし」の

割合は市内６圏域の中で最も多くなっています。 

 外出について 

「外出を控えている」人の割合は６圏域の中で２番目に多く、外出を控えている理由では「外での楽し

みがない」が市全体に比べ多くなっています。外出の際の交通手段は、「タクシー」が市内６圏域の中で最

も多く、「徒歩」や「自転車」も比較的多くなっています。また、バスや電車を使って一人で外出「してい

る」人の割合は６圏域の中で最も少なく、「できるけどしていない」は最も多くなっています。 

 他者との交流について 

共食の機会が「毎日ある」人の割合は６圏域の中で最も少なくなっています。また、町内会や自治会へ

の参加率はやや少なく、地域づくり活動に“参加意向のある”人の割合も比較的少ない傾向がみられます。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状がある人の割合は６圏域の中で最も多い 10.3％ですが、認知症に関する相談窓口

を「知らない」人の割合は、２番目に多い 68.4％となっています。また、地域包括支援センターや高齢者

支援センターを「知らないし、利用したこともない」人は最も多い 45.7％となっています。認知症に関す

る支援窓口の周知が必要と考えられます。 

 幸福感・健康感について 

幸福感についてみると、「とても幸せ」は 15.1％で６圏域の中で最も多く、「とても幸せ」「幸せ」を合わ

せた“幸せ”は市全体と同程度となっています。一方、主観的健康感が“よい”人は最も少なくなっていま

す。１人暮らし高齢者割合や、「外での楽しみがない」ことを理由に外出を控えている人の割合が多いこと

から、通いの場などを充実させることで、外出や他者との交流の機会が増えるほか、介護予防の体操の機

会が増え、主観的健康感の向上につながる可能性があります。  
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 三輪北・小野・高平圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

第９期までの将来推計人口の推移をみると、総人口は横ばいから微減傾向で推移、高齢者人

口は増加していく見込みです。高齢化率は市全体に比べ高く、すでに35％を超えていますが、

今後も上昇を続け、第８期中に40％を超えて45％に近づくと考えられます。さらに、令和22年

（2040年）までの長期推計では60％を超える推計となっています。 

要支援・要介護認定者数は今後増加していき、第８期中に70人程度増加すると考えられます。

認定率は、今後微増しながら推移していく見込みです。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口割合をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。  
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

市全体に比べ、閉じこもり割合

が約 10 ポイント多くなっていま

す。また、運動器の機能、口腔機

能、認知機能の低下、転倒の各リ

スクについてもやや多くなってい

ます。 

１人暮らし、高齢者２人世帯を

合わせた高齢者のみの世帯の割合

は 52.1％で、市全体と比べると６

ポイント程度少なくなっていま

す。 

食品・日用品の買物、食事の準

備について「できない」と回答し

ている人の割合はともに市全体よ

り多く、６圏域の中でも最も多く

なっています。買物、配食のニー

ズは多いと考えられます。 

 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合は 49.9％で最も多く、市内でも特に高齢者の中の高齢化が進んでい

ると言えます。また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「息子・娘との２世帯」の割合が

25.4％と市内６圏域の中で最も多くなっています。 

 外出について 

他の圏域に比べ、「ほとんど外出しない」「外出を控えている」と回答した人の割合はそれぞれ最も多く

なっています。外出を控えている理由については、「交通手段がない」がやや多くなっています。外出の際

の移動手段は、「自転車」、「バイク」、「電車」、「徒歩」が他の圏域に比べ少なく、“自動車”が市全体と比べ

やや多くなっています。また、電車やバスを使った一人での外出について、他の圏域に比べ「できない」が

多くなっています。 

 他者との交流について 

友人の家を「訪ねている」人の割合は比較的多くなっています。趣味関係やスポーツ関係などの各グル

ープ、教養・学習サークルに月１回以上参加している人の割合は少ない傾向がみられますが、老人クラブ、

通いの場への参加頻度が高い人の割合は６圏域の中で最も多くなっています。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状がある人の割合は、市内６圏域の中で最も少ない 8.2％ですが、認知症に関する相

談窓口を「知っている」人の割合は 34.3％で最も多くなっています。また、地域包括支援センターや高齢

者支援センターを“知っている”人の割合についても 59.8％で最も多くなっています。支援を必要として

いる人に支援が比較的届きやすい状況にあると考えられますが、今後も継続して周知が必要です。 

 幸福感・健康感について 

幸福感についてみると、「とても幸せ」「幸せ」を合わせた“幸せ”の割合は６圏域の中で最も少なくなっ

ています。移動手段の確保など、高齢者が外出しやすい状況を整備できれば、趣味やスポーツなどのグル

ープに参加しやすくなり、幸福感が向上する可能性があります。  
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 広野・本庄圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

将来推計人口の推移をみると、総人口は減少、高齢者人口は増加していく見込みです。第８

期中に高齢化率は４％程度上昇すると考えられます。令和22年（2040年）までの長期推計では

高齢者人口はさらに増加しており、高齢化率は50％を超える推計となっています。 

要支援・要介護認定者数についてみると、第８期中に60人程度増加する見込みとなっていま

す。また、認定率は微増から横ばいで推移していくと考えられます。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口割合をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。 
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

運動器の機能、口腔機能、認知

機能それぞれの低下リスクがある

人の割合について、市全体に比べ

２～４ポイント多くなっていま

す。 

１人暮らし、高齢者２人世帯を

合わせた高齢者のみの世帯は

53.7％で、市全体に比べ 4.3 ポイ

ント少なくなっています。市全体

に比べ、高齢者２人世帯が特に少

なくなっています。 

食事の準備について「できない」

と回答している人の割合は市全体

より多い 9.4％であり、配食ニー

ズは比較的高いと考えられます。 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合は、48.8％と市内６圏域の中で３番目に多く、市全体に比べて高齢

者の中の高齢化がやや進んでいます。また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「息子・娘

との２世帯」が 24.3％で、６圏域の中で２番目に多くなっています。 

 外出について 

「外出を控えている」人の割合は、市内６圏域の中で３番目に多い 19.3％となっています。外出を控え

ている理由については、「交通手段がない」が 30.6％で他の圏域に比べ大幅に多い一方、「病気」は最も少

ない 5.6％となっています。外出の際の交通手段は、「路線バス」が他の圏域に比べ少なく、11.0％となっています。 

 他者との交流について 

友人・知人と会う頻度が「毎日ある」「週に何度かある」人の割合が他の圏域に比べ多く、町内会・自治

会に月１回以上参加する人の割合は、市内６圏域の中で最も多くなっています。また、地域づくり活動に

お世話役として“参加意向のある”人の割合も最も多くなっています。趣味関係やスポーツ関係、ボラン

ティアなどの各グループへの参加頻度は市全体と同程度となっています。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状のある人の割合は６圏域の中で２番目に少なく 8.6％、認知症に関する相談窓口

を知っている人の割合は３番目に多い 29.9％となっています。また、地域包括支援センターや高齢者支援

センターを“知っている”人の割合は２番目に多い 58.8％となっています。必要としている人への支援は

比較的届きやすい状況にあると考えられますが、継続して周知が必要です。 

 幸福感・健康感について 

幸福感についてみると、“幸せ”と回答した人は２番目に少ない 61.2％、主観的健康感が“よい”人も２

番目に少なく 75.9％となっています。地域活動に現在参加している人の割合や地域づくり活動にお世話役

として“参加意向のある”人の割合は少なくなく、外出が可能な身体状況にある人も比較的多いため、移

動手段の確保など外出しやすい環境が整備されれば、他者との交流や身体活動が増え、それにより幸福感

や主観的健康感が向上する可能性があります。  
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 藍圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

第９期までの将来推計人口をみると、総人口は減少、高齢者人口は増加していく見込みです。

高齢化率は第８期中に38％になると考えられ、その後も上昇を続け、第９期の終わりには40％

を超える推計となっています。令和22年（2040年）までの長期推計では、総人口は減少を続け、

高齢者人口はさらに増加する推計となっています。高齢化率は50％を超える見込みです。 

要支援・要介護認定者数についてみると、第８期中に70人程度増加すると考えられます。認

定率は第８期中に18％台に乗り、その後は微増しながら推移していく見込みです。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。  
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

すべての項目で市全体に比べリ

スク割合が少なくなっています。

認知機能の低下リスクで最も差が

大きく、3.8 ポイント少なくなっ

ています。 

１人暮らし世帯、高齢者２人世

帯を合わせた高齢者のみの世帯は

56.4％となっており、市全体に比

べ 1.6 ポイント少なくなっていま

す。 

食品・日用品の買物、食事の準

備について「できない」と回答し

ている人の割合は市全体に比べ少

なく、買物、配食のニーズは少な

いと考えられます。 

 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合は 40.3％と市内６圏域の中で３番目に少なくなっています。また、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「夫婦２人暮らし（配偶者 64歳以下）」が市内６圏域の

中で最も多くなっています。 

 外出について 

「外出を控えている」人の割合は６圏域の中で２番目に少なくなっています。外出の際の移動手段は、

「自動車（自分で運転）」が他の圏域に比べ多く、「電車」「路線バス」も比較的多くなっています。バスや

電車を使って一人で外出「している」人は、フラワータウン圏域と並んで最も多い 85.8％となっています。 

 他者との交流について 

趣味関係やスポーツ、ボランティア等のグループに月１回以上参加している人の割合は市全体と同程度

かやや少なくなっています。また、地域づくり活動に対する参加者としての“参加意向のある”人の割合

は、ウッディタウン・カルチャータウン圏域に次いで多い 67.5％となっています。交通環境としては参加

可能な状況にあり、地域活動への参加意向のある人も比較的多いことから、通いの場などへの参加を促す

ことで介護予防を進められると考えられます。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状がある人の割合は 9.4％、認知症に関する相談窓口を知っている人の割合は

28.9％と、どちらも市全体に近い値となっています。地域包括支援センターや高齢者支援センターを“知

っている”人の割合は 51.7％で６圏域の中で２番目に少なく、「利用している（利用したことがある）」人

の割合は 7.8％で最も少なくなっています。今後高齢者のみの世帯が増加すると考えられることから、支援

や相談の窓口を周知していく必要があります。 

 幸福感・健康感について 

幸福感についてみると、“幸せ”と回答した人の割合はフラワータウン圏域と並んで２番目に多い 64.8％

となっています。また、主観的健康感が「とてもよい」人の割合は 12.5％で他の圏域に比べ多く、「とても

よい」「よい」を合わせた“よい”人の割合も最も多い 82.8％となっています。  



 44 

 フラワータウン圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

将来推計人口の推移をみると、総人口は減少、高齢者人口は増加していくと考えられます。

現在の高齢化率は市全体と同程度であり、今後は上昇していく見込みです。第８期中に３％程

度、第９期中にさらに３％程度上昇すると考えられます。令和22年（2040年）までの長期推計

では、高齢化率は40％を超えています。 

要支援・要介護認定者数についてみると、第８期中に100人程度増加する見込みです。認定

率は市内６圏域の中で最も低く、微増しながら推移すると考えられます。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口割合をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。  
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

うつのリスク判定該当者は市全

体に比べ 2.1％多くなっています。

認知機能、口腔機能の低下リスク、

閉じこもりリスクは市全体に比べ

５～６ポイント少なくなっています。 

１人暮らし、高齢者２人世帯を

合わせた高齢者のみの世帯は

66.7％で、市全体より 8.7 ポイン

ト多くなっています。また、高齢

者２人世帯が特に多くなっていま

す。 

食品・日用品の買物、食事の準

備について「できない」と回答し

ている人の割合は市全体に比べ少

なく、買物、配食のニーズは市全

体に比べ少ないと考えられます。 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合が 37.9％と、市内６圏域の中で最も少なくなっています。また、介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」の高齢者２人世帯

の割合が市内６圏域の中で最も多くなっています。 

 外出について 

「外出を控えている」人の割合は３番目に少なくなっています。外出を控えている理由では、「病気」が

22.5％で他の圏域に比べて多くなっています。外出する際の移動手段は「徒歩」が 76.5％で最も多く、他

の圏域に比べても多くなっています。「電車」「路線バス」についても他の圏域に比べ多く、バスや電車を

使って一人で外出「している」人の割合は、藍圏域と並んで最も多くなっています。 

 他者との交流について 

共食の機会が「毎日ある」人は市内６圏域の中で最も多い 71.1％となっています。また、ボランティア

などのグループへの参加頻度について、月１回以上参加している人の割合が多い傾向がみられます。また、

地域づくり活動にお世話役、参加者として“参加意向のある”人の割合も比較的多くなっています。しか

し、老人クラブへの参加頻度が高い人の割合は最も少なくなっています。通いの場への参加頻度が高い人

の割合は比較的多く、現在の後期高齢者割合は比較的低いものの、さらに「通いの場」への参加を促すこ

とで、介護予防を促進することができると考えられます。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状のある人の割合は三田・三輪南圏域と並んで最も多い 10.3％であり、認知症に関

する相談窓口を知っている人の割合は２番目に多い 31.0％となっています。地域包括支援センターや高齢

者支援センターを「利用している（利用したことがある）」人の割合も２番目に多くなっています。必要と

している人への支援は比較的届きやすい状況であると考えられますが、継続して周知が必要です。 

 幸福感・健康感について 

幸福感についてみると、“幸せ”と回答した人の割合は、藍圏域と並んで２番目に多い 64.8％となってい

ます。また主観的健康感について、「とてもよい」人も２番目に多くなっています。  
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 ウッディタウン・カルチャータウン圏域 

① 人口、要支援・要介護認定者数の推計 

将来推計人口の推移をみると、総人口は減少、高齢者人口は増加していく見込みです。高齢

化率は市全体と比べ低く、市内６圏域の中でも最も低いものの、今後上昇していき、第８期中

に20％を超えると考えられます。令和22年（2040年）までの長期推計では、総人口は大きく減

少し、高齢化率は約28％となっています。 

要支援・要介護認定者数についてみると、第８期中に130人程度増加すると考えられます。

認定率はフラワータウン圏域に次いで低く、今後は微増しながら推移していく見込みです。 

 

【将来推計人口の推移】 

 

※資料：令和２年９月末時点の年齢別圏域別人口割合をもとに算出。 

 

【推計認定者数の推移】 

 

※資料：要支援・要介護認定者数は、令和２年９月末時点の認定者の圏域別割合をもとに算出。  
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② 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果からみる高齢者の状態像 

【リスク判定項目の比較】 【家族構成】 【買物・配食のニーズ割合】 

 

 

 

栄養改善、うつのリスクのある人の

割合は市全体に比べやや多くなって

います。そのほかの項目では市全体よ

り少なく、特に閉じこもりリスクでは

5.6 ポイント少なくなっています。 

１人暮らし、高齢者２人世帯を

合わせた高齢者のみの世帯は

57.5％で、市全体と同程度となっ

ています。 

食品・日用品の買物、食事の準備に

ついて「できない」と回答している人

の割合は、市全体よりも少なくなって

います。買物、配食のニーズは市全体

に比べ少ないと考えられます。 

 

③ 地域特性 

 人口・認定率、家族構成について 

高齢者人口に占める後期高齢者割合は 38.1％と、市内６圏域の中で２番目に少なくなっています。また、

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果をみると、「１人暮らし」の割合が市内６圏域の中で最も少なくな

っています。 

 外出について 

「外出を控えている」人の割合は最も少ないですが、外出を控えている理由では「外での楽しみがない」

が他の圏域に比べ多くなっています。外出する際の移動手段については「徒歩」「自転車」「電車」「路線バ

ス」が比較的多くなっています。バスや電車を使って一人で外出「できるし、している」人の割合は市全体

と同程度の 83.7％となっています。 

 他者との交流について 

共食の機会が「毎日ある」人の割合は６圏域の中で２番目に多くなっています。また、ボランティアな

どの各グループ、教養・学習サークルに月１回以上参加する人の割合や、地域づくり活動に参加者として

“参加意向のある”人の割合は多い傾向がみられます。一方、通いの場、老人クラブ、町内会・自治会に月

１回以上参加する人の割合は市全体と比べ低くなっています。外での楽しみとなるよう、通いの場の内容

を検討・周知することで参加が促され、外出の動機や介護予防の促進につながる可能性があります。 

 認知症について 

本人や家族に認知症状のある人の割合、認知症に関する相談窓口を知っている人の割合はともに市全体

に比べやや少なくなっています。また、地域包括支援センターや高齢者支援センターを「利用している（利

用したことがある）」人の割合は 19.3％で最も多くなっています。地域包括支援センターや高齢者支援セン

ターにおいて認知症に関する相談窓口について周知するとともに、地域包括支援センターが認知症相談窓

口としての役割を持つことを周知していくことが必要です。 

 幸福感・健康感について 

幸福感について、“幸せ”と回答した人の割合は 66.8％、主観的健康感について“よい”と回答した人

の割合は 79.5％で、ともに最も多くなっています。  
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第３章 計画の基本的な方向 

１．計画の基本理念 

 

 

 
 

本市では、「超高齢社会を単に高齢者が多い社会と捉えず、市民誰もが長寿を喜び、老いを自

分の問題として捉え、世代や性を超えて協働と連帯の精神に支えられた地域社会の中で、高齢者

が健やかに、一人ひとりが自立していきいきと地域で暮らすことができるまちの創造をめざす」

として、これまで「みんながともに輝き、安心して生活できるまち・三田」を三田市高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の基本理念として継承してきました。 

本計画においても、これまでの基本理念を引き継ぎ、保健・医療・福祉の連携はもとより、地

域住民・事業者・行政それぞれが主体的に参画し、協働と連帯に基づくパートナーシップを構築

しながら、その実現をめざします。 

 

 

  

みんながともに輝き、 

安心して生活できるまち・三田 
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２．基本目標 

 

 

高齢者が生涯現役で過ごすため、食事や運動などの生活習慣の改善に取り組むことの重要性

を広く啓発し、三田市健康増進計画「健康さんだ21計画」と連携し、介護予防と保健事業の一体

的な取り組みを進めるとともに、市民の主体的な健康づくり、介護予防活動を支援します。また、

高齢者の豊かな知識や経験、就労意欲を活かすとともに、高齢者自らの積極的な学びが、自身の

生きがいや地域社会の中で役割につながり、いきいきと暮らしていけるよう取り組みます。 

 

 

三田安心ケアシステムの中核を担う地域包括支援センター・高齢者支援センターの機能を強

化し、保健・福祉・介護の関係機関と、医療、地域団体や住民の連携を推進します。 

介護が必要になっても、個々の状況やニーズに応じたサービスを迅速かつ適切に利用できる

よう、介護保険サービスをはじめとする各種支援・サービスの円滑な実施と安定した供給体制の

確保に努め、要介護者やその家族等介護者を支援します。 

また、認知症予防や早期発見・早期対応に向けた取り組みや、認知症疾患医療センターなどの

専門医療機関とかかりつけ医との連携や相談窓口の充実に努めるとともに、認知症になっても

尊厳と希望を持って日常生活を過ごすことができる地域をめざし、認知症の理解・知識の普及啓

発を行います。 

 

 

世代を超えたふれあいや支え合いなど地域福祉計画と連携した取り組みと、ともに生きる豊

かな福祉のまちづくりを推進します。 

制度・分野ごとの『縦割り』や『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つな

がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創る「地域共生社会」の実現を

めざします。 

 

 

高齢者が気軽に出かけられる移動手段等の維持・確保、快適な居住環境の整備など高齢者にや

さしいまちづくりを推進します。 

また、高齢者を狙った犯罪の被害に遭わないよう呼びかけを行うとともに、高齢者が災害や感

染症の脅威に直面した場合にも安全を確保できるよう、関係機関と連携し対策を進めます。 

  

基本目標Ⅰ 生涯現役で過ごすことができるまちづくり 

基本目標Ⅱ 住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくり 

基本目標Ⅲ 地域みんなで支え合い、ふれあうまちづくり 

基本目標Ⅳ 安全で快適な暮らしやすいまちづくり 
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３．施策体系 

  

基本目標 施策の方向 

１．高齢者の生きがいづくりを推

進します 

Ⅰ 生涯現役で 

過ごすことができる

まちづくり 

基本理念 

みんながともに輝き、安心して生活できるまち・三田 

施策項目 

（１）生涯学習、文化活動、スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の促進 

（２）地域活動の促進 

（３）就業の促進 

２．壮・中年期の健康づくりを推

進します 

（１）健康づくり意識の向上 

（２）生活習慣病の予防 

（３）医療の充実 

３．介護予防を充実します 

（１）介護予防の普及・啓発・情報発信 

（２）地域介護予防活動の支援 

（３）高齢期の健康づくりの推進 

１．地域包括ケアを充実します 

Ⅱ 住み慣れた地

域で安心して生活

できるまちづくり 

（１）地域包括ケア推進拠点の機能強化 

（２）地域全体で支える体制の整備 

（３）在宅医療・介護の連携強化 

２．高齢者の在宅生活を支援しま

す 

（１）介護者への支援 

（２）日常生活への支援 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

３．介護サービスを充実します 

（１）介護サービスの整備 

（２）サービスの質の確保・向上 

（３）介護人材の確保・育成 

（４）防災・感染症対策の推進 

Ⅲ  地域みんなで

支え合い、ふれあう

まちづくり ２．高齢者の人権を大切にします 
（１）人権意識の普及・啓発 

（２）権利擁護の推進 

１．快適な住宅・住環境の向上を

めざします Ⅳ  安全で快適な

暮らしやすいまちづ

くり 

（１）高齢者にやさしい居住環境の推進 

（２）福祉のまちづくりの推進 

２．安全・安心な生活環境を推進

します 

（１）防災・防犯・感染症対策の推進 

（２）交通安全対策の推進 

４．認知症高齢者への支援を充

実します 

（１）認知症の知識の普及啓発と支援体制づくり 

（２）早期発見・早期対応の促進 

１．地域福祉活動を支援します （１）個人の取り組みや団体活動への支援 

重点施策 
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４．第８期計画における重点施策 

 

今後３年間で、重点的に取り組む施策は以下のとおりです。 

 

 高齢者の生きがいづくりを推進します 

長年培ってきた技術・知識・経験を持つ高齢者が、地域社会の中で役割を担い貢献できるよ

うな取り組みとともに、高齢者の趣味、学び、コミュニケーション、就労等から高齢者自身が

さらに成長し、生きがいにつながる取り組みを推進します。 

こうした活動の中で、様々な人とのつながりが生まれると、互助の基盤となります。高齢者

の活動をきっかけとした地域の活性化をめざします。 

 

 介護予防を充実します 

今後、本市の高齢化率は上昇を続け、少なくとも団塊ジュニア世代が 65歳以上になる令和 22

年（2040年）まで続く見込みとなっています。本市は全国・兵庫県と比べ、高齢化率は低いも

のの認定率は同程度となっています。 

高齢化の進展に伴い認定率も上昇する推計となっていることから、給付費や医療費の増大を

防ぐため、高齢期の健康づくりを推進し、健康寿命を延伸することが重要です。そのため、介

護予防事業を後期高齢者の保健事業（疾病予防・重度化予防等）と一体的に実施し、高齢者の

心身の多様な課題に対応したきめ細やかな支援をめざします。 

 

 地域包括ケアを充実します 

① 地域包括ケア推進拠点の機能強化 

三田安心ケアシステムの推進においては、近年複雑化・複合化している高齢者が抱える課

題に対し、個々に寄り添った支援を行うことがますます重要となります。 

高齢化が進み、地域包括ケアの体制の推進を図る中、その拠点となっている地域包括支援

センター・高齢者支援センターには、より一層機能の充実が求められることから、高齢者支

援センターについては、各圏域の高齢者人口の状況に応じ地域包括支援センター化を進め、

高齢者が引き続き地域での安定した生活ができるよう支援します。また、本人や家族が地域

とともに築いてきた強みに着目し、自己決定をサポートする「自立支援型地域ケア会議」を

推進します。 

 

② 在宅医療・介護連携の推進 

医療・介護連携は、本市の三田安心ケアシステムの推進における課題の一つです。 

医療・介護の両ニーズを併せ持つ高齢者とその家族等が、安心して自宅での暮らしを続け

られるよう、地域包括支援センター・高齢者支援センターがそのつなぎ役としての機能を発

揮するとともに、三田市在宅医療・介護連携支援センターを拠点とし、医療・介護双方の関

係機関における相互理解、情報共有を進めることで、連携を強化します。 
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 介護サービスを充実します 

第８期計画以降における介護サービス基盤整備については、団塊の世代が 75歳以上となる

令和７年（2025年）、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる令和 22年（2040年）を目標年と

定め、これに向けて計画的な整備を進めます。 

また、本市の今後の高齢者人口の増加を鑑みると、専門職に限らず地域の多様な団体・住民

等が、介護の担い手となっていくことが重要です。そのため、関係機関と連携し、人材の確

保・育成に取り組みます。 

 

 認知症高齢者への支援を充実します 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になること等も含め、多くの

人にとって身近なものとなっています。認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限

り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続けることは多くの人の願いです。 

本市では、認知症予防や、認知症疾患医療センターである兵庫中央病院との連携による早期

発見・早期対応、適切な医療・介護サービスの提供、地域の見守り体制の構築、権利擁護等に

取り組んでいます。今後、認知症施策推進大綱に基づき、既存の施策を「共生」と「予防」の

観点でより一層推進するとともに、認知症の人やその家族の意見も踏まえ、認知症になっても

不自由や不便を感じることが少ない生活環境を整えることで、家族等の介護離職防止にもつな

がることを期待し、「認知症バリアフリー」なまちをめざします。 
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第４章 施策の展開 

基本目標Ⅰ 生涯現役で過ごすことができるまちづくり 

 

1. 高齢者の生きがいづくりを推進します 

 生涯学習、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動の促進 

 

【現状と課題】 

生涯学習、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動等の様々な活動を通じて、仲間との

つながりや生きがいを持ち、高齢期を健康でいきいきと暮らし続けられる取り組みを展開し

ています。 

さんだ生涯学習カレッジは、講座やクラブ活動を通じて様々な知識やスキルを身につける

とともに、人とのつながりを広げ、シニアが地域で活躍できるよう学びの場を提供していま

す。 

また、「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」において、高齢者の生きがいにつながる活動の情

報収集・発信、相談や活動支援を行っています。高齢者の多様なニーズを社会参加につなげて

いくために相談や活動支援を行うとともに、ハニーＦＭの広報番組やホームページを活用し

て活躍するシニアやシニア向け健康情報等を発信しています。 

健康長寿社会の実現に向け、高齢者に対するスポーツを通じた健康づくりや生きがい、仲間

づくりに向けた支援が必要であるとともに、高齢期の多様なニーズを捉え、機会を提供するこ

とが課題となっています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ さんだ生涯学習カレッジ 
生涯学習を通じ、仲間づくりや健康づくり、地域貢献につなげることをめざし、

さんだ生涯学習カレッジを運営している。 

２ 作品展等の支援 
老人クラブ連合会主催の作品展を支援するなど、知識や技術・趣味等を活かし

た作品を一般に公開し、発表の場を提供している。 

３ 地域型スポーツの振興 
スポーツクラブ 21の活動を通じて、高齢者のスポーツ活動と地域交流の場を確

保している。 

４ 
スポーツを通じた健康・体力づ

くり 

スポーツ推進基本計画を策定し、競技スポーツや生涯スポーツの推進を図って

いる。 

５ シニアの活躍支援 

「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」で、相談者へのアドバイス、セミナーの実

施や活躍したいシニアとシニア人材の力を必要とする市民をつなぐ「いきがい

応援バンク」の運営等を行っている。シニアがこれまで培ってきた知識・経験・

技術を活かして活躍する場となる「ほっとＨＯＴつながりサロン」も実施して

いる。 

  

重点施策 
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６ 活動に関する情報提供の充実 

「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」の専用ホームページを運営し、シニアの活

動に関する一元的な情報収集・発信を行っている。シニアのための生きがい応

援マガジンとして「ほっとＨＯＴ通信」を偶数月に発行し、生涯現役で活躍す

るシニアの紹介やシニア向けお役立ち情報の発信を行っている。ハニーＦＭの

広報番組「教えて！スター☆シニア」で、活躍するシニアやシニア向け健康情

報などを発信している。 

７ 
生涯を見通した学習活動等へ

の支援 

生涯学習カレッジを卒業した人達が地域で活動等をする際のサポートを進める

ことにより高齢者の生きがいづくりを支援している。また、三田市生涯学習サ

ポートクラブが高齢者向けの生涯学習講座を企画及び実施している。 

８ シニア活躍支援総合窓口 

高齢者が持つ知識や技能を発揮し、健康でいきいきとした生活が継続できるよ

う、シニア活躍支援総合窓口を開設し、生涯現役で生きがいのある生活の実現

を応援している。 

 

【今後の方向性】 

○ 生涯学習カレッジでは、平成 30 年度に新課程をスタートし、グループワークや体験学習

等参加型学習を実施しています。カレッジでの学びが地域活動等へつながるよう各講座や

活動等を通じた仲間づくり、幅広い知識の習得や経験ができる機会を提供していきます。 

○ 地域型スポーツについて、高齢者の継続的な運動、健康の維持増進、仲間づくりの機会と

して有効に活用してもらえるよう、種目などの検討を行い、継続的な生涯スポーツの推進

を図ります。 

○ 高齢者に対するスポーツを通じた健康づくりや生きがい、仲間づくりに向けた支援を行う

ため、高齢者スポーツスクールをはじめ高齢者のスポーツに親しむ機会づくりに取り組む

ことや交流イベント等の機会を設け、スポーツを通じた仲間づくり、生きがいづくりなど

の促進を図ります。 

○ 「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」では、シニアの活躍支援の総合窓口として、ニーズに

沿った社会参加につなげるため、様々な活動例や活動する人の声などを発信することで、

情報交換や交流のきっかけづくりなどを拡充し、情報発信拠点として機能を強化します。

また、関係機関と連携し支援することで、利用者の利便性の向上を図ります。 

○ 地域への取材を積極的に行い、活躍する高齢者の情報を得て、情報を発信することで、生

きがいを持つ人を応援します。 

 

 地域活動の促進 

 

【現状と課題】 

高齢者が生きがいを感じながら生涯現役でいきいきと活動・活躍できるように、様々な経験

や知識を持つ高齢者の多様な活動ニーズに対応するため、高齢者からの相談を受け、老人クラ

ブ活動、ボランティア活動や社会参加につなげていくことでシニアの活躍支援に取り組んで

います。 

地域や学校、サロン、多世代交流館等で行われる様々なふれあい、ボランティア活動に関し

て、世代を超えて、また、支える側、支えられる側といった固定した関係を超えて、市民が交

流を深め、支え合うことができるよう支援が必要です。 
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【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 老人クラブ活動の促進 
高齢者の社会参加・生きがいづくりの中心的な地域活動組織である老人クラブ

活動への助成及び支援を行っている。 

２ 
高齢者の市民活動等への参加

促進 

多世代交流を推進するとともに地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えてい

る。 

市民活動等の情報を提供するとともに、市民活動等への参加のきっかけづくり

の取り組みを行っている。 

ふれあい活動推進協議会活動、ボランティア活動において高齢者の参加が促進

されている。 

３ 
学校支援ボランティア事業の

推進 

高齢者を含む地域の市民が子どもの教育のためボランティアを行い、学校の活

動を支援している。 

４ 多世代交流の推進 
多世代交流館の「シニア・ユースひろば」等において、若い世代、シニア世代

などが気軽に集い、ふれあえる交流拠点の運営、イベントを展開している。 

 

【今後の方向性】 

○ 引き続き高齢者が生きがいを感じながら生涯現役でいきいきと活動・活躍できるよう、多

様な活動ニーズに総合的に対応し、老人クラブ活動、ボランティア活動や社会参加につな

げていきます。 

○ 市ホームページ等を活用し、放課後子ども教室の活動を地域や学校に周知し、未来を担う

子どもの成長を地域と学校が連携・協働して、地域全体で支えていく活動を推進します。 

○ 地域住民みんなで支え合うまちづくりには支援を支える側、支援を受ける側といった関係

を超えて、地域住民一人ひとりが役割を持てるような活動が必要であり、高齢者が活動者

となれるよう地域活動への参加促進を図ります。 

○ 学校支援ボランティアの活動を地域や学校に周知し、未来を担う子どもの成長を地域と学

校が連携・協働して、地域全体で支えていく活動を推進します。 

○ 今後も「シニア・ユースひろば」において、自由な活動の場を提供するとともに多様な世

代を対象とするイベントを開催します。特に、小学生から年配の方までの幅広い利用者か

ら来場した誰もが気軽に参加できるような企画を募るなど、事業内容を工夫します。 

 

 就業の促進 

 

【現状と課題】 

三田市シルバー人材センターが窓口となり、健康で働く意欲のある高齢者の就業機会の拡

大や生きがいづくり、地域活動への参加を促進しています。 

また、「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」では、意識改革や求職中に役立つセミナーを実施

することで高齢者の社会参加を後押しするとともに、利用者の状況を聞き取り、ハローワーク

三田等へつなぐなど関係機関との連携を行っています。 

今後も様々なニーズに応じ、高齢者が社会参加していけるよう関係機関の連携を強化する

必要があります。 
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【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
シルバー人材センターへの加

入・就業の促進 

公益社団法人シルバー人材センターにおいて、概ね 60歳以上の健康で働く意欲

のある人を対象として、高齢者の就業機会の拡大と活力ある地域づくりのため、

臨時的・短期的な仕事を提供している。 

２ シニアへの就業支援 
「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」において、意識改革や求職中に役立つセミ

ナーを実施するなど就業を希望するシニアに対して、情報提供等をしている。 

 

【今後の方向性】 

○ さんだ生涯学習カレッジ修了生に、シルバー人材センターについて積極的な情報提供を行

います。 

○ 「いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～」では、引き続き意識改革や求職中に役立つセミナー等

を実施し、高齢者の社会参加を支援するとともに、ハローワーク三田などの関係機関と連

携を図り、就業に関する相談について情報提供を行います。 

 

 

 

2. 壮・中年期の健康づくりを推進します 

 健康づくり意識の向上 

 

【現状と課題】 

ヘルスプロモーションの理念に基づいて平成 26年度に策定された「第２次健康さんだ 21計

画（平成 26年度～令和４年度）」のもと、健康づくりに関する情報の発信や、各種健康づく

り事業の実施、健康推進員等の地域の健康づくりを担う団体との連携強化により、健康づくり

の施策を総合的・計画的に推進しています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
「健康さんだ 21計画」の中間評

価と新たな事業の推進 

第２次健康さんだ 21 計画（平成 26 年度～令和４年度）を策定している。平成

30年度に行った中間評価を踏まえ、各種事業を見直し、新たに展開している。 

２ 健康意識の向上 
各種健診や、健康相談、健康教育、啓発イベント等の健康づくり事業により、

健康意識の向上と、正しい知識の普及を図っている。 

３ 
健康づくりに関係する団体と

の連携強化 

健康推進員等の地域の健康づくりを担う人材の育成と活動の支援を実施してい

る。 
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【今後の方向性】 

○ 市民一人ひとりが主体的に、自分に合わせた健康づくりに取り組むとともに、地域との協

働による健康づくりにより、生涯を通じ、住み慣れた地域でいきいきと心豊かに暮らせる

まちをめざし、「健康さんだ 21 計画」に基づいた各種健康づくり施策を展開します。ま

た、新型コロナウイルス感染症をはじめとした、新たな健康課題についても柔軟な対応に

努めます。 

○ 引き続き、あらゆるツールを活用しながら健康教育の場や内容の充実をめざし、市民の健

康意識の向上に努めます。 

○ 市民の高齢化や生活様式の多様化等に対応できるよう健康づくりの推進を図ります。 

 

 生活習慣病の予防 

 

【現状と課題】 

「第２次健康さんだ 21計画（平成 26年度～令和４年度）」のもと、健康寿命の延伸に取り

組んでいます。生活習慣病は年齢とともに増加しており、わが国の 40歳以上の死亡原因の多

くは、がん、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病に起因した疾患が占めています。そこで、

壮・中年期から生活習慣病等を早期に発見し、生活習慣の改善につながるよう、各種健診（検

診）や健康相談を行っています。 

基本健診未受診者への個別勧奨や健診受診環境の整備に取り組む一方で、健診受診後のフ

ォローとして、平成 30年度より、集団健診の一部会場にて健診当日の特定保健指導初回面談

を開始しており、利用者が増加しています。 

胃・肺・大腸がん検診については集団健診のみの実施となっており、受け皿拡充のための個

別健診の導入については、実施できる医療機関や医師の確保等が困難な状況にあります。 

また、令和元年度まで「健診結果相談会」及び「市民健康相談」を実施していましたが、希

望者が多く定員を超えることがあるため、令和２年度からは「健康づくり相談会」として統一

し回数を増やすことで、相談体制の充実を図りました。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 健康診査（特定健診）の充実 

糖尿病等の生活習慣病を早期発見するため、特定健康診査を実施している。ま

た、令和元年度より受診者の利便性向上をめざし、集団健診における時間帯予

約制を導入した。 

２ 特定保健指導の充実 
特定健診の結果、対象者を選定し、生活習慣改善のための特定保健指導を実施

している。 

３ がん検診等の充実 
胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん・前立腺がんの検診及び肝炎ウ

イルス検診を行うほか、検診受診環境整備に取り組んでいる。 

４ 歯科口腔健診の充実 
５歳刻みの節目年齢を対象に健診を行っている。また、歯科医師会等とも連携

し、8020運動（80歳で 20本以上の歯を保つ）等に取り組んでいる。 

５ 健康の自己管理 

健診結果の経年的な記録を行い自主的な健康管理に活用してもらうため、厚生

労働省ホームページからのダウンロード可能な健康手帳を用いて、啓発を行っ

ている。 
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６ 
生活習慣病予防について学び・

実践する機会の充実 

生活改善の必要性に気づき、実行、継続できるよう、集団健康教育を実施して

いる。 

７ 健康相談の充実 
市民が健康について気軽に相談できるよう「健康づくり相談会」を実施してい

る。 

 

【今後の方向性】 

○ より多くの市民が健康づくりに取り組めるよう、スマートフォンで健康管理ができるアプ

リケーションをモデル導入し、効果及び今後の活用の可能性についての検討を進めます。 

○ 健康診査の充実、がん検診、歯科口腔健診等の受診環境整備を通じ、市民の主体的な健康

管理の実践による、健康寿命の延伸をめざします。 

○ 電話勧奨の回数を増やす等、特定保健指導の利用勧奨の強化を図り、対象者が自身の生活

習慣を振り返り、自身の健康に関する自己管理ができるよう支援を行います。 

○ 市民のニーズに合わせた健康教育を実施し、生活習慣病予防について学び、実践する機会

の充実に努めていきます。 

○ 相談会を開催し、生活習慣に関する正しい知識の普及や、対象者が生活習慣病予防の必要

性に気づき自身で実践できるよう支援を行います。 

 

 医療の充実 

 

【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるにあたり、日頃の健康状態を把握し、気軽に相談す

ることができるかかりつけ医を持つことの重要性を周知しています。かかりつけ医を持つ人

の割合は、微増傾向にはあるものの、今後も様々な機会を活用し、継続して啓発する必要があ

ります。 

また、兵庫県「地域医療構想」に基づく構想区域である、三田市、宝塚市、伊丹市、川西市、

猪名川町から成る阪神北準圏域において、医療提供体制の整備に取り組んでいます。 

救急医療体制の整備については、市内関係機関による軽症患者に対する一次救急、近隣市町

との連携による二次救急体制の確保に取り組んでいます。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
かかりつけ医を持つことの普

及啓発 

「保健センターだより」や啓発チラシの全戸配布により、普及啓発に取り組ん

でいる。 

２ 地域医療体制の整備 
阪神北地域医療構想調整会議（阪神北圏域健康福祉推進協議会）での協議を通

じ、医療連携体制の構築に取り組んでいる。 

３ 救急医療体制の整備 

三田市休日応急診療センターの安定的な運営や休日歯科診療の体制維持、さん

だ健康医療相談ダイヤル、神戸市第二次救急病院協議会医療情報システム等の

活用により体制整備に取り組んでいる。 
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【今後の方向性】 

○ 全戸配布の「保健センターだより」への掲載、子育てハンドブックへの医療機関情報の掲

載のほか、市広報の活用や健康教室等様々な機会を活用して継続し取り組みます。 

○ 引き続き、阪神北準圏域で行われる調整会議等に参画し、関係機関・団体、圏域内市町と

の協議や連携により、体制整備を図ります。 

○ 救急医療体制では神戸市第二次救急病院協議会医療情報システム、さんだ健康医療相談ダ

イヤル 24等を継続して実施し、適正な救急医療体制の確保に努めます。 

 

 

3. 介護予防を充実します 

 介護予防の普及・啓発・情報発信 

 

【現状と課題】 

介護保険制度創設前から、閉じこもり予防のための外出や交流の機会の創出として取り組

んできた「高齢者つどいの日事業」は、市内全域から多くの高齢者が集う場となっていました。

現在では、それぞれの地域で小地域のつどいやサロン等の活動が行われており、一定の役割を

果たしたことから令和元年度で終了しました。今後は、高齢者が役割を持って社会参加するこ

とで、お互いの日常の見守りや生活支援へ広がる取り組みを展開するとともに、身近な地域の

通いの場で、介護予防に必要な知識や実践方法が学べる機会を拡充することが必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
高齢者つどいの広場事業の実

施 

「いろんな人と話をしたい、人と楽しく過ごしたい、仲間をつくりたい」とい

う人が、気軽に参加し、楽しみながら交流できる新しい自主活動の機会・場の

提供を行っている。 

２ 介護予防普及啓発事業の実施 
小地域のつどいや老人クラブにおいて介護予防に関する講習会・運動教室に取

り組んでいる。 

３ 訪問型介護予防事業の実施 栄養改善等が必要な高齢者に対して栄養士等による訪問指導を実施している。 

４ 
地域リハビリテーション活動

支援事業の実施 

いきいき百歳体操や介護予防に関する講習会にリハビリ専門職を派遣し、参加

者に対し、体操や日常生活動作への助言を行っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 高齢者つどいの広場事業について、参加者が『一人ひとりの力の発揮』『お互いに力を合

わせる』ことを取り入れ、協力しながら実施するレクリエーション・交流の場として充実

を図ります。 

○ 高齢者が健康で自立した生活を継続できるよう、地域の身近な通いの場等に栄養士や歯科

衛生士、運動指導員やリハビリ専門職等多様な専門職を派遣し、介護予防や健康づくりに

関する講習会や運動教室を実施する機会を拡充することで、介護予防に関する知識や実践

方法の普及啓発を促進します。 

  

重点施策 
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 地域介護予防活動の支援 

 

【現状と課題】 

地域のつどいやサロン、老人クラブの活動のほか、高齢者にとって身近で介護予防に取り組

める「通いの場」を拡充するため、各地域において「いきいき百歳体操」の立ち上げ及び継続

支援を行っています。また、全市域で広く普及するよう、介護予防活動を支える人材として、

いきいき百歳体操サポーターを養成しています。 

今後も介護予防のより一層の推進が必要ですが、併せて感染症等の対策も取り組む必要が

あります。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
介護予防に資するボランティ

アの育成 

介護予防活動を支える人材を育成するため、いきいき百歳体操サポーター（活

動グループの立ち上げや活動を支援）を養成している。 

２ いきいき百歳体操の普及促進 
地域包括支援センター・高齢者支援センターと連携し、いきいき百歳体操の実

施グループを支援している。 

 

【今後の方向性】 

○ 地域包括支援センター・高齢者支援センターにおいて、いきいき百歳体操の普及啓発を強

化し、地域住民が主体となる介護予防活動の立ち上げにつなげるとともに、活動の継続支

援に努めます。また、圏域ごとにいきいき百歳体操サポーターの養成講座を開催し、各地

域で介護予防活動を支える人材を育成することで、地域に偏りのない「通いの場」づくり

を進めます。 

○ 「ウィズコロナ」「アフターコロナ」下において、必要な情報の提供や対応方法等の助言

を行い、地域の介護予防活動の実施を支援していきます。 

 

 高齢期の健康づくりの推進 

 

【現状と課題】 

年齢を重ねるに伴い、心身の機能が低下した状態、また健康から要介護状態に至るまでの中

間的な段階を「フレイル（虚弱）」と言います。フレイルは、早い時期に生活習慣を見直すこ

とで進行を食い止め、健康な状態に戻すことができるとされています。 

「身体的」「精神・心理的」「社会的」な側面が複雑に影響し合っており、予防には、どれ

かひとつの側面だけにアプローチするのではなく、総合的な対策が必要です。  
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【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 後期高齢者基本健診の充実 

生活習慣病の早期発見・重症化予防のため、後期高齢者基本健診を実施してい

る。「後期高齢者の質問票」を活用し、高齢者の特性を踏まえた健康状態を総

合的に把握し受診勧奨や保健指導等につなげている。 

２ 歯科保健対策の充実 
歯科口腔健診（75歳・80歳）を実施するとともに、歯や口の働きの衰えである

オーラルフレイルの予防に向けた取り組みを進めている。 

３ 
高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施の推進 

健診・医療・介護等のデータを活用して、高齢者の保健事業と介護予防を一体

的に推進する体制を整備している。 

 

【今後の方向性】 

○ 健診・医療・介護のデータに基づき導いた、高齢者の健康課題に応じる事業実施体制を構

築します。また、それらの事業に医療専門職が積極的に関与し、地域の高齢者が身近な場

所で参加できるよう支援します。 

○ 疾病予防・重症化予防を目的として、高齢者のフレイル状態を早期に把握し、必要に応じ

適切な医療受診や介護予防事業等につなぎます。 

 

 

基本目標Ⅰの成果指標 

 

施策体系 

No. 
指標名 

令和元年度 

実績 

令和５年度 

目標 

1-(1)-1 
さんだ生涯学習カレッジ・大学・大学院学生数（人） 

※大学・大学院は第８期計画期間中に廃止予定 
377 300 

1-(1)-3 高齢者スポーツスクール受講者数（人） － 200 

1-(1)-5 ｢いきがい応援プラザ～ＨＯＴ～｣利用者数（人） 1,133 1,500 

1-(3)-1 シルバー人材センター会員就業率（％） 76.6 80.0 

2-(1)-2 健康づくりに取り組んでいる人の割合（％） 69.3 80.0 

2-(2)-1 国保特定健診の受診率（％） 33.2 60.0 

2-(2)-4 歯科口腔健診の受診率（％） 6.5 8.0 

2-(3)-1 かかりつけ医を持つ人の割合（％） 58.3 67.0 

3-(1)-2 

3-(3)-3 
地域の介護予防・健康づくり教室等の参加実人数（人） － 3,000 

3-(2)-1 

3-(2)-2 
週１回以上の通いの場に参加する人の割合（％） 3.4 8.0 

3-(3)-1 
「後期高齢者の質問票」により健康状態を把握した高齢者

の割合（％） 
－ 30.0 
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基本目標Ⅱ 住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくり 

 

1. 地域包括ケアを充実します 

 地域包括ケア推進拠点の機能強化 

 

【現状と課題】 

本市では、高齢者の安心できる暮らしに寄与することを目的として、６つの日常生活圏域に

各１か所、高齢者に関する総合相談窓口である地域包括支援センターまたは高齢者支援セン

ターを設置しています。 

センターでは、相談窓口業務のほか、介護予防事業利用、要支援認定者のサービス利用の調

整や、高齢者の権利を護る体制の整備に取り組んでいます。また、高齢者・介護審議会を設置

し、地域包括支援センター運営に関する協議の場に位置付け、関係者で活動について協議・評

価することで、公正・中立性を確保しつつ適正な運営を図っています。 

高齢化が進み、地域包括ケアの体制の推進を図る中、その拠点となっている地域包括支援セ

ンター・高齢者支援センターには、より一層機能の充実が求められます。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
地域包括支援センター・高齢者

支援センターの運営 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことに

より、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援している。年度毎に

市の運営方針に基づいた事業計画により事業を実施し、結果について評価・点

検を行っている。 

２ 
介護予防支援事業・介護予防ケ

アマネジメントの実施 

利用者の希望や状態に応じて作成した介護予防ケアプラン（利用者の自立に向

けた目標志向型プラン）に基づき、各種介護予防サービスを調整している。当

該業務は一部居宅介護支援事業所に業務委託している。 

３ 総合相談業務の実施 

地域の関係者とのネットワークを構築し、高齢者の心身の状況や生活の実態、

必要な支援等を幅広く把握、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福

祉サービス、機関または制度の利用につなげる等の支援を行っている。高齢障

害者への支援では必要に応じ、相談支援専門員と連携を図る。 

４ 権利擁護業務の実施 

各関係機関や専門機関と連携し、高齢者虐待について、予防啓発活動・早期発

見のネットワークづくり・支援者研修会の開催・個別ケース会議による対応策

や養護者支援・緊急分離体制整備等の取り組み、また、成年後見制度の活用や

消費者被害防止への支援を行っている。 

５ 
包括的・継続的ケアマネジメン

ト業務の実施 

一般高齢者から要支援・要介護認定者の各々のレベルに応じた各種サービスを

提供するとともに、個々のケアマネジャー等に対する個別相談、助言・サポー

トを行っている。また、市内関係者・関係機関との連携･協力体制づくりを行っ

ている。 

  

重点施策 
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６ 
基幹型地域包括支援センター

の設置 

高齢者支援の対応向上のため、各地域包括支援センター・高齢者支援センター

の後方支援機関として設置している。認知症の総合的な支援、センター間の連

絡調整等情報や課題の統合支援、関係機関とのネットワークの構築を行ってい

る。 

７ 高齢者・介護審議会の運営 
高齢者・介護審議会にて地域包括支援センター運営について協議し、地域包括

支援センター及び高齢者支援センターの適正な運営に努めている。 

 

【今後の方向性】 

○ 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活

を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築をめざす「三田安

心ケアシステム」を促進します。 

○ 地域の身近な相談窓口として、総合相談業務、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメン

ト業務の充実を図ります。高齢者支援センターについては、各圏域の高齢者人口の増加の

状況に応じ地域包括支援センター化を進め、高齢者が引き続き地域で安定した生活ができ

るよう支援します。 

○ 国の定める評価指標の活用により、地域包括支援センターに関する市町村の業務の実施状

況及び個々の地域包括支援センターの業務の実施状況を把握し、業務の重点化・効率化を

進めていきます。 

○ 虐待発生時に迅速で適切な対応が行えるよう、引き続き関係機関との連携を強化します。

また、支援に関わる専門職等関係者や地域に対する相談窓口の周知、対応力向上のための

研修等の充実に取り組みます。 

 

 地域全体で支える体制の整備 

 

【現状と課題】 

高齢者が暮らしやすい地域づくりのため、各圏域の地域包括支援センター・高齢者支援セン

ターでは、生活支援コーディネーターや既存の住民団体、その他関係機関等と連携をとり、地

域の見守り体制や、高齢者を取り巻く地域課題の発見・解決に取り組んでいます。 

各圏域において個別支援にかかるケース会議「個別地域ケア会議」を開催し、個別課題の解

決に努めています。また、令和元年度から個々の高齢者に相応しい自立の姿を実現するため、

必要な支援のあり方を検討する「自立支援型地域ケア会議」を試行しています。今後より一層、

個々の自立に向けた支援の強化が必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 見守りネットワークの構築 

地域包括支援センター・高齢者支援センターを拠点に関係者や関係機関等との

連携体制づくりを進めるとともに、地域住民等による多様な地域福祉活動との

協議に努めている。 
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２ 地域ケア会議の実施 

各圏域の地域包括支援センター・高齢者支援センターにおいて、高齢者が抱え

る個別課題の解決、ネットワークの構築、地域課題発見、地域づくり・資源開

発、政策形成のための地域ケア会議を行っている。高齢者のＱＯＬ向上をめざ

す個別ケア会議に加え、困難・特別事例を取り扱う個別ケア会議等重層的に設

置している。 

３ 
生活支援コーディネーターの

配置 

生活支援コーディネーター兼地域福祉支援員が、地域での支援の取り組み（資

源）を把握するとともに、新たな生活支援体制の構築につながるように取り組

んでいる。 

 

【今後の方向性】 

○ 地域の見守り体制構築につながるよう地域の関係者や関係機関、協力事業者等との情報共

有・連携に努めます。 

○ 自立支援型地域ケア会議の本格的な開催を進め、高齢者を取り巻く地域課題について把

握・対応するとともに、生活支援コーディネーター兼地域福祉支援員や既存の住民団体等

と連携し、地域における高齢者の生活支援体制の構築を進めます。 

 

 在宅医療・介護の連携強化 

 

【現状と課題】 

平成 30年度、介護保険制度での在宅医療・介護連携推進事業の取り組みを開始し、地域の

医療・介護関係者の連携に関する相談への助言・援助を行い、関係者間の情報共有や普及啓発

等連携推進の拠点となる「三田市在宅医療・介護連携支援センター」を開設しました。在宅医

療・介護連携体制の構築に向け、医療・介護の関係団体等の参画する「三田市在宅医療介護連

携推進会議」において、課題の抽出や取り組みの検討を行い、三田市在宅医療・介護連携支援

センターを中心として、社会資源情報の集約・共有化、入退院調整ルールの運用、研修会の開

催や情報発信を行っています。 

医療・介護の両ニーズを併せ持つ高齢者とその家族等が、安心して自宅での暮らしを続けら

れるよう、医療機関や介護保険指定事業所、地域包括支援センター・高齢者支援センター等の

関係機関や関係団体等と相互に協力し、切れ目のない医療・介護サービスの提供体制を構築す

ることが必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 地域の医療・介護の資源の把握 
医療・介護の社会資源について収集した情報や研修会等の情報を集約し、関係

者で共有できる体制整備を行っている。 

２ 
在宅医療・介護連携の課題の抽

出と対応策の検討 

三田市在宅医療介護連携推進会議において、医療・介護の関係団体等の参画に

より連携上の課題の抽出や取り組みの検討・推進を行っている。 

３ 
切れ目のない在宅医療と在宅

介護の提供体制の構築推進 

医療・介護の関係者で協議し、入退院調整ルールや連絡様式を定め運用し、検

証や改善を行っている。 

４ 
医療・介護関係者の情報共有の

支援 

医療・介護の関係機関が活用する多職種連携情報共有システムの運営を支援し

ている。 
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５ 
在宅医療・介護連携に関する相

談支援 

三田市在宅医療・介護連携支援センターを設置し、医療・介護関係者の連携に

関する相談について助言・援助を行っている。 

６ 医療・介護関係者の研修 市内病院連絡会や医療と介護関係者の研修会や交流会を行っている。 

７ 地域住民への普及啓発 
地域包括支援センターと連携した市民講座の開催や、チラシを作成しかかりつ

け医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及啓発を行っている。 

８ 
在宅医療・介護連携に関する関

係市区町村の連携 

近隣市町の在宅医療・介護連携支援拠点との積極的な情報交換、連携を行って

いる。 

 

【今後の方向性】 

○ 支援に携わる関係者の意識向上や、顔の見える関係づくりのための多職種連携研修、また

市民に対する意識啓発について、三田市在宅医療介護連携推進会議において検討し、三田

市在宅医療・介護連携支援センターと連携の上、関係者の協働により取り組みます。 

○ 看取りに対応する体制を構築するため、アドバンス・ケア・プランニングの支援のあり方

や専門職のスキルアップ、市民への普及啓発の取り組みについて、三田市在宅医療介護連

携推進会議において検討を進めていきます。 

○ 在宅医療・介護連携については、三田市在宅医療介護連携推進会議において、具体的な実

施時期や評価指標等を定め計画的に実施するとともに、検証や評価を実施し取り組みを推

進します。 

 

 

2. 高齢者の在宅生活を支援します 

 介護者への支援 

 

【現状と課題】 

高齢者の在宅生活を推進する上で、家族等介護者の負担を軽減することが課題となってい

ることから、本市では、介護者への相談支援や、家族介護者に向けた介護に関する講習会の実

施、在宅介護で使用する介護用品の支給を行っています。 

今後、高齢化のさらなる進展、人口減少社会への突入により、老老介護や、子育てと介護を

同時に担ういわゆる「ダブルケア」を行う人が増加し、ますます負担が増大すると考えられる

ため、介護者へのより一層の支援が必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
介護者の相談体制・情報提供の

充実 

地域包括支援センター・高齢者支援センターが中心となり、介護者本人や関係

機関・団体からの相談や情報等によって、支援が必要な介護者を把握し、訪問

等による状況把握に基づき、介護に関する助言や情報提供、各種サービスへの

連絡・調整を行っている。 

２ 
家族介護者の健康支援・介護負

担軽減 
家族介護者への支援事業として、介護に関する研修会や交流会を実施している。 
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３ 家族介護用品支給事業の推進 

寝たきりや認知症により常時おむつを必要とする要介護４・５の高齢者を在宅

で介護している市民税非課税世帯に対し、年間 75,000円を限度に紙おむつ等の

家族介護用品を現物支給している。 

 

【今後の方向性】 

○ 介護に関する相談やサービス利用への支援に加え、介護休業制度や休業中の経済的支援に

関する情報提供や相談を充実することで、仕事と介護の両立を支援します。 

○ 家族介護者の介護負担やストレスの軽減のため、介護者の交流会の開催により悩みの共有

や情報交換を行うとともに、介護に関する講習会の開催により支援を行います。 

○ 介護度の高い高齢者を在宅で介護する介護者に対し、継続した支援を行うため、家族介護

用品支給事業について安定的な実施体制の確保を図ります。 

 

 日常生活への支援 

 

【現状と課題】 

日常生活において、病気や障害があり何らかの支援を必要とする高齢者を対象に、できる限

り自立した生活を送れるよう、緊急通報システム機器の設置や生活指導・相談、住宅改修、食

の自立支援事業等を行っています。 

また、平成 30年度より、市内６圏域に各１名の生活支援コーディネーターを配置し、生活

支援に関する地域資源の情報収集、活動の育成・継続支援を行うとともに、各地域包括支援セ

ンター・高齢者支援センターによる個別支援会議や地域の会議・行事等に参加することで、ニ

ーズ把握とネットワーク構築を進めています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
緊急通報システム機器設置事

業の実施 

日常生活で常時注意が必要な 65 歳以上の１人暮らし高齢者及び重度身体障害

者のみの世帯等に対し、緊急通報機器を設置している。 

２ 生活援助員派遣事業の実施 

入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう（高齢者住宅等

安心確保事業）、生活援助員を派遣し、安否確認や生活相談、必要な助言・支援

を行っている。 

３ 住宅改造の支援 
住み慣れた住宅で継続して生活が送れるよう、住宅改造が必要な方（所得制限

あり）に対して、住宅改造費の一部を助成している。 

４ 食の自立支援事業の実施 

身体上または精神上の障害があって、食事の調理が困難な高齢世帯等に定期的

に夕食を提供するとともに安否確認を行っている。また、食生活について可能

な限り自立した生活を送れるよう地域包括支援センター・高齢者支援センター

が支援している。 

５ 福祉有償運送事業の実施 
道路運送法に基づき平成 29年９月現在、市内で４団体が許可・登録団体として

事業を実施している。 

６ 
生活支援コーディネーターの

配置 

市内６圏域に各１名の生活支援コーディネーターを配置し、生活支援に関する

地域資源の情報収集、活動の育成・継続支援を行うとともに、各地域包括支援

センター・高齢者支援センターによる個別支援会議や地域の会議・行事等に参

加し、ニーズ把握とネットワーク構築を進めている。 



 67 

【今後の方向性】 

○ １人暮らしや心身に不安を抱える見守りが必要な高齢者が、自立した生活を継続できるよ

う支援制度の啓発と普及に努めます。 

○ 日常生活で常時注意が必要な 65 歳以上の１人暮らし高齢者等に対し、緊急通報機器を設

置し、日常生活の安全の確保と不安の解消を図ります。 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

 

【現状と課題】 

平成 29年度に開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」は、従来の介護保険サービス

であった介護予防訪問介護、介護予防通所介護ともに、新しい総合事業である訪問型サービ

ス、通所型サービスとして、平成 30年度より完全移行し実施しています。 

指定介護予防相当サービスについては、市内介護保険サービス指定事業所において、訪問

型・通所型ともに概ね提供可能となっています。緩和型サービスについては、訪問型ではサー

ビスＡ・サービスＢの提供事業所を確保し、通所型では、制度改正前から地域住民主体の通所

事業であった「高齢者ふれあいサロン」をサービスＢに位置付け実施し、安定した提供体制を

確保しています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
介護予防・生活支援サービスの

実施 

要支援１・２及び基本チェックリスト該当者を対象に、訪問型サービス（指定

介護予防訪問介護相当、サービスＡ、サービスＢ）、通所型サービス（指定介護

予防通所介護相当、サービスＢ）を実施している。 

２ 
通所型サービスＢ（高齢者ふれ

あいデイサービス）の実施 

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型Ｂサービスとして、対象高齢者（要

支援認定者、基本チェックリスト該当による総合事業対象者）に対して、比較

的小規模な地域の民家等を活用し、地域住民主体のＮＰＯ法人が通所事業を行

い、高齢者の生きがいの高揚、介護予防を推進している。 

 

【今後の方向性】 

○ 介護予防・生活支援の基盤整備の推進にあたっては、協議体、生活支援コーディネーター

を中心に、各地域の高齢者のニーズや必要なサービス（支援）、既存の資源等を把握・分

析し、社会福祉協議会や地域包括支援センターと十分な連携を図ります。 

○ 一般介護予防事業として、地域の介護予防の取り組み（いきいき百歳体操等）の充実や、

身近な通いの場等で介護予防に関する知識や体操等を習得する機会を増やすための専門

職の派遣を進めるとともに、生活支援コーディネーターの機能充実を図り、地域の生活支

援の取り組みを推進します。 

○ 通所型サービスＢ（高齢者ふれあいデイサービス）については、高齢者の効果的な利用に

つながるよう、各地域包括支援センター・高齢者支援センターと連携し取り組むとともに、

第８期計画におけるサービス提供体制の拡充を検討します。 

○ 要介護者の総合事業利用については、本人の自立支援の観点及び身体状況とサービス提供

体制を勘案し検討していきます。  
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3. 介護サービスを充実します 

 介護サービスの整備 

 

【現状と課題】 

介護保険サービスは、高齢化の進展に伴い、各サービスで利用者数・給付費ともに増加傾向

で推移しています。 

今後、高齢化の進展により要介護者が増加する一方で人口が減少していく中、より重度な要

介護者に専門的支援が行き渡るよう、軽度な介護支援については、多様な主体が担い手となる

ことが重要です。さらに、社会参加意欲の強い高齢者のボランティア活動や就労的活動等と結

びつけたサービスの提供が必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 介護保険サービスの整備 
居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスについて、ニーズ等を把握

し、必要に応じて整備を行っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 第８期計画以降における介護サービス基盤整備については、団塊の世代が 75 歳以上とな

る令和７年（2025 年）、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22 年（2040 年）を目

標年と定め、これに向けて計画的な整備を進めます。 

○ 整備にあたっては、従来の介護保険サービスにとらわれず、総合事業やインフォーマルサ

ービス、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高

齢者向け住宅等、地域資源を総合的に捉えて検討します。 

○ 指定介護療養型医療施設が令和５年度末に廃止期限を迎えるまでに、確実に介護医療院へ

の転換等が行われるよう支援します。 

○ 兵庫県保健医療計画、兵庫県地域医療構想に基づく、病床の機能分化等に伴うサービス利

用者の動向を注視しつつ、県との必要な協議・調整を行い、兵庫県保健医療計画における

在宅医療の整備目標との整合性を図ります。 

  

重点施策 
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【施設基盤の整備一覧】 

サービ

ス 
施設種別 

第６期 

（H27～29） 

第７期 

（H30～R2） 

第８期 

（R3～5） 

第８期 

方針 

施設 

介護老人保健施設 
３６３ 

（３施設） 

３６３ 

（３施設） 

３６３ 

（３施設） 
増減なし 

介護療養型医療施設 

（R5廃止予定） 

９２ 

（２施設） 

５０ 

（１施設） 

５０ 

（１施設） 
増減なし 

介護医療院 － 
４２ 

（１施設） 

４２ 

（１施設） 
増減なし 

特別養護老人ホーム 
３８０ 

（５施設） 

４６０ 

（６施設） 

４６５ 

（６施設） 
５人増※ 

地域 

密着型 

認知症対応型共同生活

介護 

９０ 

（５施設） 

１０８ 

（６施設） 

１２６ 

（７施設） 
１８人増 

小規模多機能型居宅介

護 

５８ 

（２事業所） 

５８ 

（２事業所） 

５８ 

（２事業所） 
増減なし 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

１０ 

（１事業所） 

３０ 

（１事業所） 

５０ 

（２事業所） 
２０人増 

認知症対応型通所介護 

１５ 

※併設型 

（２事業所） 

２１ 

※併設型 

（３事業所） 

２７ 

※併設型 

（４事業所） 

６人増 

その他 

サービス付き高齢者向

け住宅 

※特定施設 

９８ 

（１施設） 

９８ 

（１施設） 

９８ 

（１施設） 
増減なし 

サービス付き高齢者向

け住宅 

※特定施設以外 

７８ 

（２施設） 

７８ 

（２施設） 

７８ 

（２施設） 
増減なし 

有料老人ホーム － 
６０ 

（１施設） 

６０ 

（１施設） 
増減なし 

軽費老人ホーム 
６０ 

（１施設） 

６０ 

（１施設） 

６０ 

（１施設） 
増減なし 

※短期入所生活介護からの転換分 
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 サービスの質の確保・向上 

 

【現状と課題】 

サービスの質の確保・向上のための取り組みとして、サービス提供主体の適正化を図ってい

ます。 

事業所への実地指導は、令和元年度に実施数を大幅に拡充でき、今後も取り組みを継続しま

すが、指導の質の安定的な確保が課題となっています。 

ケアマネジャーの資質向上については、平成 30年度から認定調査に関する研修会を実施す

るほか、ケアプラン点検によりケアマネジャーへの助言と資料提供を行っています。 

介護サービス利用者からの苦情や相談については、市及び国民健康保険団体連合会におい

て対応を行っているほか、介護相談員による施設訪問活動とその結果をもとに、利用者の声や

事業者の取り組みなどをまとめ、事業者へフィードバックも行っています。 

また介護サービス利用者に対し、介護保険に対する理解を深めてもらうために、どのような

介護保険サービスをどれくらい利用したかを「介護給付費のお知らせ」として年１回送付して

います。 

今後は、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の指導育成をより推進するため、

給付実績情報の分析への取り組みが必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 事業者の指導・整備 

・介護保険サービス事業者に対する指導・監査については、県と市が連携して

実施している。 

・居宅介護支援事業、地域密着型サービスについては、集団指導を実施し、法

令遵守の徹底、運営指導等を行っている。 

・地域密着型サービス事業者が設置し、概ね２～６か月に１回開催する運営推

進会議に出席し、事業所運営に関する指導・助言、情報提供を行っている。 

２ 
事業者情報公表制度・第三者評

価の周知 

・高齢者福祉のガイドブックやホームページに掲載し周知を図っている。 

・地域密着型サービスの運営推進会議を活用した評価について、市ホームペー

ジで公表している。 

３ ケアマネジャーの資質の向上 

・ケアマネジャー協会と連携して研修を開催し、ケアマネジャーの資質向上を

図っている。 

・地域包括ケアに関する研修会を開催し、関係者（保健・医療・福祉職）のスキ

ルアップを図るとともに関係連携強化に努めている。 

４ 介護相談員等苦情処理体制 

介護保険施設やグループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所に介護相談員

が定期的（毎月各事業所１回）に訪問し、入居者の意見や事業所の取り組みを

伺うことで、入居者と事業所との橋渡し役となり、利用者が安心して利用でき

るよう、介護サービスの質の向上を図っている。 
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５ 介護給付の適正化 

・認定調査の民間委託分の全件確認を実施し、確認の際に指導等を行い、認定

調査の適正化を図っている。 

・住宅改修については、不適切な給付等を防止する為、適宜実地確認を行って

いる。 

・国民健康保険団体連合会から提供される各種情報を活用し、適正な加算報酬

がされているか確認し、給付の適正化を図っている。 

・介護保険サービス利用者に対して、年１回「介護給付費のお知らせ」を送付

し、介護保険事業への理解の促進及び不適切な介護報酬請求の防止を図ってい

る。 

 

【今後の方向性】 

○ 実地指導について、国の「標準化・効率化指針」を踏まえて効率的に実施するとともに、

給付実績データ等を活用した、より効果的な指導の実施をめざします。 

○ 居宅介護支援事業所や地域密着型サービス事業所の適正な運営を図るため、集団指導等を

活用した情報提供や、市ホームページ、電子メール等を活用した情報提供を実施します。 

○ ケアマネジャーへの支援としてケアプラン点検を実施するとともに、ケアマネジャー協会

との情報交換等を通じて、資質向上を図ります。 

○ 介護相談員の訪問時に、虐待等が疑われるケース等に適切に対応できるよう、研修等によ

る相談員活動の充実を図ります。 

○ 国民健康保険団体連合会の給付実績情報の活用について取り組みます。 

○ 事業所及び市の業務効率化のため、国の様式例の活用や添付書類の削減等を行い、文書事

務の簡素化に取り組みます。 

 

 介護人材の確保・育成 

 

【現状と課題】 

兵庫県福祉人材センターや厚生労働省の外国人介護人材無料相談サポート情報等の人材確

保に資する情報の発信や、ひょうごケア・アシスタント事業の広報に協力していますが、直接

的支援の拡充が課題となっています。 

また、令和２年度から、県補助事業を活用し、「三田市訪問看護師・訪問介護員安全確保・

離職防止対策事業」を実施しています。 

本市の今後の高齢者人口の増加を鑑みると、専門職に限らず地域の多様な団体・住民等が、

介護の担い手となっていくことが重要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
介護人材確保のための情報発

信 

市ホームページ等で、厚生労働省、兵庫県福祉人材センター、ひょうごケア・

アシスタント事業の情報周知・広報を行っている。 
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２ 

三田市訪問看護師・訪問介護員

安全確保・離職防止対策事業の

実施 

訪問看護師・訪問介護員が訪問サービスを提供する際に、利用者やその家族等

からの暴力行為等で２人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び家族等の同

意が得られず、介護報酬上の２人訪問加算が算定できない場合に加算相当額の

一部を補助している。 

 

【今後の方向性】 

○ 介護人材における、若年層・中高年齢層・子育てを終えた層・高齢者層などの各層や他業

種からの新規参入の促進のため、研修の開催や就業体験支援を行います。また、外国人人

材の受け入れ環境の整備については、受け入れが進んでいる他市や事業所の状況を確認し、

環境整備に向けた検討を行います。 

○ 介護職員の離職防止や職場定着を図るため、スキルアップや職場定着に関する研修等を支

援します。 

○ 介護現場におけるロボット・ＩＣＴの活用について、国や県の補助事業を活用しながら、

効率的に導入が行われるよう支援します。 

○ 介護の仕事の魅力向上のための情報発信について支援を行います。 

 

 防災・感染症対策の推進 

 

【現状と課題】 

台風等の自然災害発生時には、防災本部の設置とともに、保健衛生部局による福祉避難所の

開設や災害時要援護者支援台帳に基づく対応、担当課による社会福祉施設等への安否確認等

を行っています。 

感染症対策では、令和２年の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、感染症対応の避難

所マニュアルを作成するなどの対応を行っています。 

今般の新型コロナウイルス流行に伴い、介護保険サービス事業所に対しては、国・県の情報

提供を随時行うとともに、サービス提供を維持するための、衛生用品の提供や給付金等の支援

を実施しました。 

また感染拡大防止のために、認定審査会の書面開催や、要介護認定の職権延長等の臨時的措

置を実施しました。 

今後の災害や感染症流行時の対応として、情報を効率よく発信するための手段や手順の整

理、ＩＣＴの活用や整備が課題です。また、介護保険サービス事業所におけるマニュアルの整

備や最新化、災害時対応の訓練の実施、それにかかる支援が必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
防災や感染症対策のための情

報発信 

防災や感染症対策に関する情報を市ホームページや電子メールで事業所等へ発

信、周知啓発している。 

２ 
介護サービス継続のための支

援 

介護保険サービス事業所への衛生用品等の支給や応援給付金等の市独自補助事

業、国・県と連携した補助事業等を実施している。 
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【今後の方向性】 

○ 介護サービス事業所における災害や感染症対策にかかる計画やマニュアル等の策定状況、

避難訓練などの実施状況、衛生用品などの準備状況を定期的に確認するとともに、介護サ

ービス事業所等と連携し、災害時避難訓練の実施や防災啓発活動を実施します。 

○ 災害や感染症対策にかかる情報提供や周知啓発を行うとともに、介護サービス事業所等に

おけるサービス継続のための支援について、都道府県などの関係機関と連携して実施しま

す。 

○ オンラインによる面会や会議、研修の実施など、ＩＣＴを活用した感染症対策を進めるた

め、市における環境整備を進めるとともに、事業所における環境整備の支援を行います。 

 

 

4. 認知症高齢者への支援を充実します 

 認知症の知識の普及啓発と支援体制づくり 

 

【現状と課題】 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症に関する正し

い知識と理解を持ち、地域や職域で、認知症の人や家族に対しできる範囲で手助けをする認知

症サポーターの養成講座の着実な実施により、サポーター数は令和元年度に 10,450人となり

ました。学校や民間事業所、行政機関等様々な団体の受講もみられ、市民の認知症に対する理

解の広がりにつながっています。また、養成講座受講者のうち、活動意欲のある人を対象にス

キルアップ講座を開催し、認知症カフェ等の活動の充実につながっています。 

徘徊高齢者の早期発見のための高齢者等ＳＯＳネットワーク事業については、平成 30年９

月より、登録者の範囲を「ひょうご防災ネット」登録者全体に拡大し、防災行政無線による放

送も開始しました。 

また、認知症地域支援推進員を１名配置し、認知症の人への効果的な支援を行うために、ネ

ットワーク形成・連携強化、地域における支援体制の構築を図っています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
認知症サポーター養成事業の

実施 

認知症について正しい理解と知識を持ち、認知症の人に対し適切に対応できる

よう、市民を対象としたサポーター養成講座を開催。また、サポーターの活動

充実化につながるようスキルアップ講座を行っている。 

２ 認知症予防講座の実施 
認知症予防の啓発のため、介護予防普及啓発事業のプログラムとして、小地域

のつどいや老人クラブを対象に認知症予防に関する講座を行っている。 

３ 
徘徊高齢者家族支援事業の推

進 

認知症高齢者が徘徊した場合、身につけているＧＰＳ対応の小型発信器からの

電波により位置を検索し、居場所を家族に知らせるシステム機器を無償で貸与

している。 

４ 
高齢者等ＳＯＳネットワーク

事業 

行方不明となる可能性がある人の情報を事前に登録し、三田市、市内の地域包

括支援センター・高齢者支援センター、三田警察署で共有し、メール配信シス

テムや防災行政無線放送により行方不明時の速やかな捜索につなげている。 

重点施策 
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５ 
認知症地域支援・ケア向上推進

事業の実施 

認知症の人への効果的な支援を行うため、基幹型地域包括支援センターに認知

症地域支援推進員を１名配置し、医療・介護及び生活支援を行うサービスが有

機的に連携したネットワークを形成し、連携強化や地域における支援体制の構

築を図っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 引き続き認知症サポーター養成講座や健康教室等を開催し、市民が認知症について正しい

理解と知識を持てるよう啓発に取り組みます。また、スキルアップ講座の開催により、サ

ポーターの支援活動の充実につなげるとともに、チームオレンジ（認知症の人やその家族

のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み）等の仕組みづくりを進め

ます。 

○ 認知症の普及啓発等様々な取り組みにおいて、企画・立案、評価について認知症の人、本

人の視点を反映していくため、本人からの発信の機会や意見交換を行う場づくりを行いま

す。また、生活のあらゆる場面での障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取り組

みを進めるため、同じ社会の一員として地域をともに創る市民意識の醸成を図ります。 

○ 各地域で活動されるサロン・つどい等身近な通いの場は、社会参加による孤立解消や役割

の保持等により認知症予防に資するとされているため、活動の維持・拡充の支援を行うと

ともに、活動支援者や参加者の認知症に対する知識や理解の普及啓発を図ります。 

○ 行方不明となることの事前防止、万が一の事故発生や緊急時に対応するため、徘徊の恐れ

のある高齢者のＧＰＳ端末利用、賠償責任保険やセーフティネット等の備えの促進を図る

とともに、行方不明時の早期発見の体制構築のため市民への啓発や警察との連携強化に取

り組みます。 

○ チームオレンジ等の構築、家族同士のピア活動の推進、若年性認知症を含めた認知症の人

の社会参加活動の体制整備や社会参加・社会貢献の活動の導入支援の取り組みを進めるた

め、認知症地域支援推進員の充実・強化に努めます。 

 

 早期発見・早期対応の促進 

 

【現状と課題】 

認知症疾患医療センターと連携し、専門医の協力を得て「もの忘れ相談」や平成 30年度か

らは「認知症初期集中支援事業」も実施しています。必要に応じて関係機関につなぐなどの早

期対応と、診断を受けていない人のほか、平成 30年９月からは治療を中断している人、医療・

介護サービスを利用していない人にも対象を拡大し、専門職チームが支援計画を立て適切な

医療や介護を受けられるよう支援しています。 

認知症地域支援推進員が中心となる認知症初期集中支援チームの始動により、本人や家族

が自ら相談に来ることを拒否している場合にも、チームが関わり適切な支援、医療につないで

います。 

認知症地域支援推進員が受ける本人や家族からの相談件数は増えてきていますが、自分自

身や家族にとどまらず、地域の人にも関心が広がることで早期発見・早期対応につながるよう

な取り組みが必要です。  
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【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
認知症疾患医療センターとの

連携 

「認知症ガイドブック」を活用し、早期発見・早期対応の重要性を啓発すると

ともに、認知症疾患医療センターと連携を図りつつ専門医による「もの忘れ相

談」を実施して、必要に応じて関係機関につなぐなど支援を行い早期対応に努

めている。 

２ 
認知症初期集中支援チームの

設置 

認知症または認知症が疑われる人で、診断を受けていない人や、治療を中断し

ている人、医療・介護サービスを利用していない人に対して、専門職（サポー

ト医等）による支援計画の下、適切な医療や介護を受けられるように支援を行

っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 引き続き、早期発見・早期対応の重要性を啓発するとともに、認知症疾患医療センターと

連携し、もの忘れ相談や認知症初期集中支援の充実を図ります。また、地域の専門病院、

認知症相談医、かかりつけ医との連携体制を構築することにより早期発見・早期対応に取

り組みます。 

 

 

基本目標Ⅱの成果指標 

施策体系 

No. 
指標名 

令和元年度 

実績 

令和５年度 

目標 

1-(1)-1 地域包括・高齢者支援センター認知度（％） 55.9 69.0 

1-(2)-2 地域ケア会議等の開催数（カンファレンス含）（回） 140 250 

1-(3)-3 入院時情報提供シートを活用するケアマネジャーの割合（％） 57.6 70.0 

2-(2)-4 食の自立支援サービス利用人数（人） 47 60 

4-(1)-1 認知症サポーター数（人） 10,450 13,000 

4-(1)-3 
要支援・要介護認定者で認知症高齢者の日常生活自立度が

Ⅱ以上の人のうち、ＧＰＳ貸与を利用する人の割合（％） 
2.5 5.0 

4-(2)-2 認知症初期集中支援チームが支援した年間高齢者数（人） 12 30 
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基本目標Ⅲ 地域みんなで支え合い、ふれあうまちづくり 

 

1. 地域福祉活動を支援します 

 個人の取り組みや団体活動への支援 

 

【現状と課題】 

市内６か所の地域福祉支援室に生活支援コーディネーター兼地域福祉支援員を配置し、個

人や団体活動への支援を行っています。 

地域同士の交流として、市内９地区の「ふれあい活動推進協議会」に対する事業補助を行っ

ており、各地区において地域の特性を活かした子育て支援活動や多世代交流事業、高齢者参加

事業や高齢者宅訪問といった高齢者の外出支援や見守り活動などを積極的に行っています。 

また、ボランティア活動センターの運営、ボランティア活動の振興、育成等事業に対する財

政的支援を行っています。福祉活動者の育成とともに、地域共生社会を実現するため、当事者

を取り巻く課題について現在の活動者だけでなく、次世代を担う子どもたちの福祉観の育成

と地域福祉への積極的な参画が重要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
生活支援コーディネーター兼

地域福祉支援員の配置 

生活支援コーディネーター兼地域福祉支援員を配置し、「地域の困りごとがあ

る人」と「地域福祉活動者」をつなぐコーディネート業務や相談・アドバイス

を行っている。 

２ 
ふれあい活動推進協議会の活

動推進 

ふれあい活動推進協議会等の地縁団体が自主的に活動を行っており、各地区で

各種行事やサロン等を開催し、ふれあいや交流の場の提供を行っている。 

３ ボランティア活動の推進 
社会福祉協議会のボランティア活動センターにおいてボランティアコーディネ

ーターが、ボランティアの需要調整やボランティアグループの育成、支援を行っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 地域団体やボランティア等関係機関をつなげるコーディネート機能を強化し、地域で高齢

者を支える体制づくりを推進していきます。 

○ 地域でのふれあい・支え合いにより、地域住民が安心して生活ができる連携のまちづくり

を進めている「ふれあい活動推進協議会」の活動に対する財政的支援を引き続き行ってい

くとともに、それぞれの地域に応じたふれあい活動が円滑に行われることを支援し、地域

福祉の向上を図ります。 

○ 地域住民が抱えている課題に対し、ボランティア活動を通じて解決できるよう引き続き、

ボランティア活動センターの活動に対する財政支援を行っていきます。また、障害者等を

含むあらゆる当事者の特性や強みを活かし、ボランティア活動の「受け手」ではなく、「活

動者」「支援者」として、活動や取り組みを通した相互理解を深め、地域の中での関係構

築を進め、共生社会実現に向けた人材育成と福祉観の実践的醸成をめざします。 

○ 引き続き、生活支援コーディネーター兼地域福祉支援員を中心に、地域全体で高齢者の生

活を支える体制づくりを進めていきます。  
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2. 高齢者の人権を大切にします 

 人権意識の普及・啓発 

 

【現状と課題】 

「人権さんだ」では、高齢者をテーマとした特集号を毎年９月に発行しています。「三田市

人権を考える会」では、「三田幸せプロジェクト」において、高齢者をテーマとした分科会を

開催しています。 

高齢者虐待防止に関する啓発活動を推進することが課題となっています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
高齢者の人権に関する啓発の

推進 

広報「人権さんだ」の発行や人権を学ぶ啓発講座、三田市人権を考える会の啓

発事業を通じて、高齢者の人権問題を含め、幅広く啓発を行っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 引き続き高齢者の人権に関する啓発の推進に努めます。 

○ 啓発活動について、講座の市民等企画者を募るともに、テーマ等内容について、計画に沿

った事業が図れるよう努めます。 

 

 権利擁護の推進 

 

【現状と課題】 

三田市社会福祉協議会が運営する「三田市権利擁護・成年後見支援センター」において、高

齢者や障害のある人などに対する権利侵害からの救済や権利侵害を生まない環境づくりに取

り組んでいます。また、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者

のための相談窓口を設置し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援

も行っています。 

高齢化の進展に伴い成年後見制度のニーズは増加するため、さらなる、制度の普及促進が必

要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 

成年後見制度、日常生活自立支

援事業（福祉サービス利用援助

事業）の利用促進 

三田市権利擁護・成年後見支援センターの運営。 

地域包括支援センター・高齢者支援センターの総合相談業務の一環として周知・

啓発を行っている。 

２ 
高齢者虐待防止法に基づく虐

待防止と養護者支援 

高齢者虐待防止マニュアルに基づき、コア会議によるリスク評価を行い、個別

ケース会議により対応策や支援機能の分担について共通認識し、養護者支援を

含め関係機関と連携しながら必要な対応を行っている。 

３ 施設内虐待への取り組み 
市内介護保険施設担当職員を対象とした研修を開催し、該当施設での高齢者の

権利擁護や施設内虐待防止についての意識向上を図っている。 
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４ 
障害者・高齢者虐待権利擁護高

度専門相談 

兵庫県虐待対応専門職チーム（事務局：兵庫県弁護士会）に登録している弁護

士・社会福祉士による虐待事案に対する専門的助言を受け、事案の解決を図っ

ている。 

５ 消費者被害への対応 

地域包括支援センター・高齢者支援センターの総合相談業務の一環として、消

費生活センターや警察署、司法書士、弁護士等の関係機関と連携して被害防止

に努めている。 

 

【今後の方向性】 

○ 成年後見制度の利用促進を図るため、地域における中核機関の設置を検討し、各機関との

連携強化を図っていきます。 

○ 引き続き、虐待発生時に必要に応じて関係機関と連携して対応できるよう取り組みます。 

○ 高齢者虐待防止マニュアルに基づき、リスク評価を行い、養護者支援を含め必要な対応が

できるよう努めます。 

○ 消費生活センターや警察署、司法書士、弁護士等の関係機関と連携・情報共有を行い、高

齢者への相談対応や情報提供を行うことで被害防止に取り組みます。 

○ 虐待等の事案解決が困難な場合、専門職（弁護士、社会福祉士）の助言を受け、的確な対

応を行い、事案の迅速な解決に努めます。 

 

 

基本目標Ⅲの成果指標 

施策体系 

No. 
指標名 

令和元年度 

実績 

令和５年度 

目標 

1-(1)-3 
ボランティア活動センターでのボランティア活動者（従事

者）数（人） 
619 800 

2-(1)-1 
人権問題の解決に向けて「社会全体で取り組み、自分も努

力すべきだと思う」市民の割合（％） 
80.9 85.0 

2-(2)-1 日常生活自立支援事業の認知度（％） 43.5 50.0 

2-(2)-1 成年後見制度の認知度（％） 54.0 65.0 
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基本目標Ⅳ 安全で快適な暮らしやすいまちづくり 

 

1. 快適な住宅・住環境の向上をめざします 

 高齢者にやさしい居住環境の推進 

 

【現状と課題】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、生活機能が低下した場合にも

安心・安全な高齢者にやさしい居住環境の整備を進めています。 

公営住宅の外壁改修については、「三田市公営住宅長寿命化計画」に基づき計画どおり実施

できています。 

今後は、需要が高まると考えられる高齢者の住宅について、情報をわかりやすく高齢者に発

信し、それぞれの身体状況等に合わせて居住環境を選択できる体制づくりが必要です。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 公営住宅の管理 
高齢者をはじめ誰もが安心して住めるよう配慮した公営住宅の適切な維持、管

理に努めている。 

２ 高齢者向け住宅の情報提供 
市内の高齢者向け住宅について、ひょうご住まいづくり協議会と連携し、市民

や事業者に情報を提供している。 

 

【今後の方向性】 

○ 公営住宅の管理については、引き続き三田市公営住宅長寿命化計画に基づき計画的に外壁

改修工事を実施します。また、設備機器の更新を計画的に進めることで、快適な市営住宅

の提供に取り組みます。 

○ 高齢者向け住宅については、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（住宅セーフティネット

住宅）や高齢者支援を行う施設の情報提供を行い、必要に応じて都道府県と連携を図りま

す。 

○ 引き続き、持家や賃貸住宅の住宅改修支援に加え、生活指導・相談、安否の確認、一時的

な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供する高齢者住宅安心確保事業（シルバーハウ

ジング）を実施します。 
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 福祉のまちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づき、届出等の対象建築物について、一定の

バリアフリー化が図れ、利便性及び安全性が向上できています。 

また、「三田市地域公共交通網形成計画」において、誰もが分かりやすく利用しやすい公共

交通サービスの充実をめざしており、その一環として、ノンステップバスの導入を促進してい

ます。ノンステップバス車両購入時の経費を一部助成しており、令和元年度末時点で 48台、

全車両のうち 52％の更新が図られました。そのほか、高齢者の外出への支援として、交通機

関の運賃について、年間 7,500円分の割引証を発行しています。対象者（各年度４月１日現在

70歳以上の人）、利用率（利用者数／対象者数）ともに伸びが続いていますが、利用率は 50％

台で推移しています。今後、高齢化の進展や運転免許返納等による公共交通の利用増も予想さ

れるため、有効かつ持続可能な外出支援対策の再構築が急務となっています。 

 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 公共施設のバリアフリー推進 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー

法）及び福祉まちづくり条例に基づく整備及び点検改修、バリアフリー設備の

設置状況の情報提供を行っている。 

２ 移動手段等の維持・確保 
兵庫県と協力したノンステップバスの導入目標達成及び公共交通機関に関する

相談窓口、広報等での啓発を行っている。 

３ 交通機関の運賃の助成 

高齢者の社会参加や健康づくり、生きがいづくり等外出の機会を持ってもらう

ため、市内在住（住民登録がある人）で各年度４月１日現在 70歳以上の人に対

して、バス・鉄道・タクシー運賃の助成を行っている。 

 

【今後の方向性】 

○ 公共施設等のバリアフリー設備の設置状況の情報提供や兵庫ゆずりあい駐車場制度の周

知を図り、誰もが安全かつ快適に施設を利用できる環境整備に取り組みます。 

○ ノンステップバスの導入について、現行制度によりバス事業者と連携を図りながら誰もが

移動しやすい環境の整備に向けた取り組みを継続します。 

○ 外出支援を要する高齢者に有効に情報とサービスが行き渡るよう検証を行います。 
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2. 安全・安心な生活環境を推進します 

 防災・防犯・感染症対策の推進 

 

【現状と課題】 

防災については、「三田市地域防災計画」に基づく取り組みを行っています。その中で高齢

者や障害者など一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別な配慮がなされ

た福祉避難所として市内５か所を指定しています。昨今の災害の発生に伴い、出前講座の要請

は増加傾向にあり、令和元年度は計 32回実施しました。防災と福祉の連携による個別支援計

画作成促進を進め、令和２年２月に、避難行動要支援者に向けた地域での防災訓練を実施しま

した。 

防犯については、三田防犯協会等が行う地域自主安全活動を支援しており、関係機関等と連

携して街頭啓発キャンペーンを実施しています。現在、市内には暴力団等の事務所が確認され

ていませんが、「暴力団等追放三田市民の会」による啓発活動は行っています。 

感染症対策については、現在も日々新型コロナウイルス感染症等の感染者が発生している

状況であり、今後、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を守る必要があります。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 防災意識の高揚 
危険箇所等を掲載したハザードマップの作成や出前講座・防災訓練・自主防災

組織の育成等により防災意識の高揚を図っている。 

２ 
避難行動要支援者支援制度の

推進 

避難行動要支援者支援制度における名簿の作成、更新、地域との共有等を行っ

ている。 

３ 防犯協会の活動支援 
三田市安全で住みよいまちづくりに関する条例に基づき、三田防犯協会等が行

う地域自主安全活動を支援している。 

４ 防犯意識の高揚 
市民一人ひとりが防犯意識を高めて、犯罪や暴力、事故のない「安全で安心な

住みよいまち」を推進するため、各種団体と協働し、啓発活動等を行っている。 

５ 
新型コロナウイルス等感染症

対策 

三田市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、医学的ハイリスクのある

高齢者等へ充実した対策を進めている。 

 

【今後の方向性】 

○ まずは避難行動要支援者名簿をすべての区・自治会に提供することをめざします。併せて、

個々の要支援者の状況に応じた避難支援計画の策定や、避難訓練の実施などを進めていき

ます。 

○ 今後も多くの市民に防犯に関する意識の啓発を行う等、引き続き他団体との連携を図り、

地域の安全・安心を高めていきます。 

○ 暴力団等の反社会的勢力の情報等があれば、暴力団等追放三田市民の会の窓口である三田

警察署と連携を図り、市民に対して啓発活動や意識高揚を行っていくよう、要請していき

ます。 

○ 災害時は新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営を行い感染防止に努めます。 
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 交通安全対策の推進 

 

【現状と課題】 

高齢者の運転免許保持者数の増加とともに、高齢者が関わる事故の割合が増加しています。

そのため、三田警察署と連携し、多様な形で高齢者の交通安全教室を企画し、高齢者に対する

交通安全啓発を実施していく必要があります。また、運転免許証の自主返納による新たな施

策、返納後の高齢者の生活を支えるような施策を検討していく必要があります。 

歩道の整備については、計画内容に沿って、引き続き工事を施工してきました。対象となる

地域周辺での修繕工事について年度でばらつきがあることや歩道設置の事業費が高額となる

ため、新規路線の事業化が困難であることが課題となっています。 

 

【具体的な施策一覧】 

 事業 取り組み内容 

１ 
高齢者の交通安全に対する意

識啓発 

関係機関と協力し年間を通じて啓発活動及び交通安全教室を実施している。 

 

２ 地域の交通安全環境づくり 
交通安全施設の設置及び道路のバリアフリーに配慮した歩道の整備を行ってい

る。 

 

【今後の方向性】 

○ 交通安全教室の実施について広報や団体を通じて周知啓発を行い、老人クラブなどでの交

通安全教室の実施回数の増加を図ります。民間企業等と連携し、市民参加型の高齢者交通

安全教室（サポートカー体験型）について通年で実施します。 

○ 引き続き交通安全施設の設置及び道路のバリアフリーに配慮した歩道の整備を推進して

いきます。 

 

 

基本目標Ⅳの成果指標 

施策体系 

No. 
指標名 

令和元年度 

実績 

令和５年度 

目標 

1-(2)-2 ノンステップバスの導入率（％） 52.2 60以上 

2-(1)-1 地域防災訓練の実施率（％） 70.4 88.0 

2-(1)-2 
避難行動要支援者の個別支援計画を防災と福祉の連携促

進により作成した区・自治会数（箇所） 
1 5 

2-(2)-1 高齢者交通安全教室の実施回数（回） 14 15 
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第５章 介護保険サービスの見込みと介護保険料 

１．介護保険料基準額の推計手順 

 

第８期計画期間における介護保険事業の第１号被保険者の介護保険基準額については、国が

示す推計方法を踏まえて、見える化システムを利用し、以下の手順に沿って算出しました。第

７期計画期間における被保険者数、要支援・要介護認定者数、サービス利用者数、給付費等の

実績をもとに推計を行い、次に介護保険料の算定にあたっての諸係数等を勘案しながら第１号

被保険者の介護保険料基準額を設定する流れとなっています。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

被保険者数、要支援・要介護認定者数、サービス利用者数、給付費等の実績 

第１号被保険者数と要支援・要介護認定者数の推計 

居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービス、施設サービス利用者数の推計 

制 度 改 正 に よ る 費 用 負 担 見 直 し 

サービス量・給付費の推計 

第 １ 号 被 保 険 者 が 負 担 す る 割 合 

調 整 交 付 金 交 付 割 合 

準 備 基 金 の 活 用 

第１号被保険者の介護保険料で負担すべき事業費（保険料収納必要額） 

予 定 保 険 料 収 納 率 

保 険 料 段 階 の 設 定 

新 た な 公 費 負 担 

第１号被保険者の介護保険料基準額 
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２．介護保険サービス利用者数の見込み 

 

 サービス量の見込み方 

本計画では、団塊の世代が 75歳以上となる令和７年（2025年）、団塊ジュニア世代が 65歳

以上となる令和 22年（2040年）を念頭に置いて進める必要があります。 

このため本計画におけるサービス量の見込みにあたっては、今後の被保険者数の動向や施設・

居住系サービス、在宅サービスの動向を踏まえつつ、令和３年度から令和５年度、令和７年度

（2025年度）、令和 22年度（2040年度）まで見込んでいます。 

 

 

  

過去の人口推移の実績から、コーホート変化率法を用いて、将来推計人口を予測した上で、推計人口

と要支援・要介護認定者発生率を掛け合わせて、第８期計画期間の各年度における要支援・要介護認

定者数を算出します。 

【推計のポイント】 

○最新の要支援・要介護認定者の動向を把握するとともに、令和７年（2025年）、令和 22 年（2040年）

の推計を行います。 

推計された要支援・要介護認定者数見込みに対する施設・居住系サービス利用者数の見込み、過去の

利用実績、制度改正の影響等を勘案しサービス別事業量を算出します。 

【推計のポイント】 

○施設・居住系サービスの整備方針を反映します。 

○都道府県医療計画や地域医療構想との整合性を確保するため、都道府県と協議し、推計しています。 

要支援・要介護認定者数から施設居住系サービス利用者数の見込みを差し引くことで、在宅サービス

対象者数を推計します。 

在宅サービス対象者数に、過去のサービス利用実績（利用率、日数、回数、給付費等）や制度改正の

影響を勘案し、在宅サービスの事業量を推計します。 

【推計のポイント】 

○総合事業の実施を踏まえ、介護予防サービスへの影響を考慮し推計しています。 

○認知症高齢者の増加や、介護離職及び医療ニーズへの対応を考慮し推計しています。 

手順２．介護保険施設・居住系サービスの量の見込み算出 

手順１．被保険者数、要支援・要介護認定者数の推計 

手順３．在宅サービス等の量の見込み算出 
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 介護予防サービスの見込み 

予防給付の対象となるサービスの利用者数とサービス量の見込みは以下のとおりです。 

 

 

  



 86 

 介護サービスの見込み 

介護給付の対象となるサービスの利用者数とサービス量の見込みは以下のとおりです。 
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３．地域支援事業の事業量の見込み 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業の見込み 

介護予防・生活支援サービス事業における見込みは以下のとおりです。 

 

 

４．介護保険給付費の見込み 

 

 介護予防サービス給付費の見込み 

予防給付の対象となるサービスの給付費の見込みは以下のとおりです。 

 

※小数点以下は四捨五入しているため、各サービスの和は合計と一致しない場合がある（以下同様）。 
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 介護サービス給付費の見込み 

介護給付の対象となるサービスの給付費の見込みは以下のとおりです。 

 

 

 総給付費の見込み 
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５．標準給付費の見込み 

 

介護サービス総給付費に、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付

額・高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を加えた、令和３年度か

ら令和５年度までの第８期計画期間及び令和７年度（2025 年度）、令和 22 年度（2040 年度）

の標準給付費の見込みは以下のとおりです。 

 

 

６．地域支援事業費の見込み 

 

地域支援事業にかかる費用の見込みは以下のとおりです。 
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７．第１号被保険者保険料の算定 

 

 財源構成 

介護保険事業にかかる給付費は、サービス利用時の利用者負担を除き、50％が公費、50％が

保険料で賄われます。第８期計画では、第１号被保険者は、保険給付費の 23％を保険料として

負担することを標準とします。 

地域支援事業の財源（地域支援事業交付金）は、保険給付費の一定率を上限に介護保険料と

公費で構成されます。以下は、介護保険料（第１号及び第２号で表記）と公費（都道府県、国、

市町村）における財源構成割合です。 

 

【地域支援事業】 

 
  

国負担分

20.0%

国の調整交付金

5.0%

都道府県負担分

12.5%

市町村負担分

12.5%

第２号被保険者

（40～64歳の方）

27.0%

第１号被保険者

（65歳以上の方）

23.0%

【介護保険】

国負担分

25.0%

都道府県負担分

12.5%

市町村負担分

12.5%

第２号被保険者

（40～64歳の方）

27.0%

第１号被保険者

（65歳以上の方）

23.0%

（介護予防・日常生活支援総合事業）

国負担分

38.5%

都道府県負担分

19.25%

市町村負担分

19.25%

第１号被保険者

（65歳以上の方）

23.0%

（包括的支援事業・任意事業）
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 費用負担等に関する事項 

第８期計画においては、低所得者対策、制度の持続性及び公平性の観点などから、以下の制

度改正が行われます。 

 

① 財政調整交付金の見直し 

調整交付金は、地域における第１号被保険者に占める後期高齢者の加入割合や、所得段階別

加入割合の違いにより生じる財政格差を平準化することを目的に交付されています。後期高齢

者割合の加入割合に関する現行の補正では、①65～74歳、②75～84歳、③85歳以上の３つの年

齢区分における要介護認定率を用いて重みづけを行ってきました。調整交付金は各保険者の給

付費に交付割合を乗じて調整を行っていることから、財政調整の精緻化を図るため、第８期計

画より、現行の要介護認定率による重みづけから、介護給付費（１人あたり給付費）による重

みづけへと見直されます。なお、激変緩和措置として、第８期計画期間においては、各年度、

要介護認定率と介護給付費を２分の１ずつ組み合わせることになります。 

 

② 補足給付に関する給付の在り方 

施設サービス利用者に対する補足給付について、第３段階を本人の年金収入等によって、①

80万円超120万円以下、②120万円超の２つの段階に区分し、そのうち②については負担限度額

の見直しが行われることとなりました。 

また、ショートステイサービス利用者に対する補足給付については、食費が給付の対象外と

なっているデイサービスとの均衡等の観点から、第２段階、第３段階①、第３段階②ともに食

費の負担限度額の見直しが行われます。 

さらに、給付を受けるための資産要件として、収入が低く補足給付の対象となる場合でも、

一定金額以上の預金残高を有している場合は、補足給付は受けることができません。この基準

について、1,000万円以下の預金残高がある単身者において、第２段階では650万円以下、第３

段階①では550万円以下、第３段階②では500万円以下に見直されます。 

 

【補足給付の対象の見直し】 

変更前  変更後 

第１段階 ・生活保護受給者 

・市町村民税世帯非課税の老齢福祉

年金受給者 

 第１段階 変更なし 

第２段階 ・市町村民税非課税かつ課税年金収

入額＋合計所得金額が80万円以下 

 第２段階 変更なし 

第３段階 ・市町村民税非課税かつ利用者負担

第２段階該当者以外 

 第３段階① 市町村民税非課税かつ課税年金収入

額＋合計所得金額が80万円超120万

円以下 

第３段階② 市町村民税非課税かつ課税年金収入

額＋合計所得金額が120万円超 
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③ 高額介護サービス費 

高額介護サービス費について、自己負担上限額を医療保険の高額療養費制度における負担上

限額に合わせ、年収770万円以上の者と年収約1,160万円以上の者の世帯の上限額が、現行の

44,400円からそれぞれ93,000円、140,100円に引き上げられます。また、平成29年の制度改正

で設けられた年間上限については、利用の実績を踏まえ、当初の予定どおり令和２年度までの

措置として終了します。 

 

④ 基準所得金額の見直し 

第８期計画期間における第１号保険料の基準所得額について、第１号被保険者の所得分布調

査の結果を踏まえ、第７段階、第８段階、第９段階の対象となる基準所得金額が以下のとおり

見直されます。 

【基準所得額】 

変更前  変更後 

第７段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

120万円以上200万円未満 

 第７段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

120万円以上210万円未満 

第８段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

200万円以上300万円未満 

 第８段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

210万円以上320万円未満 

第９段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

300万円以上 

 第９段階 市町村民税課税かつ合計所得金額が

320万円以上 

 

※本市では、被保険者の負担能力に応じたより細やかな所得段階区分設定を行っています。（（６）所得段階別保

険料参照） 

 

⑤ 介護報酬の改定 

令和３年度介護報酬改定について、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動

向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、改定率は全体で＋

0.70％（国費196億円）となりました。なお、新型コロナウイルス感染症に対応するため、令

和３年９月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、＋0.70％のうち＋0.05％

相当分が確保されます。同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定と

しつつ、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じて柔軟に対応することと

なっています。 

 

 第１号被保険者負担相当額 

標準給付費、地域支援事業費の合計に、第１号被保険者負担割合を乗じた第１号被保険者負

担分相当額は、以下のとおりです。 
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 保険料収納必要額 

第１号被保険者負担相当額から、調整交付金相当額等を加減した保険料収納必要額は、以下

のとおりです。なお、算定にあたっては、三田市介護給付費準備基金の取崩しを活用し、保険

料の抑制を図りました。 

 
 

 第１号被保険者一人あたりの月額保険料額 

保険料収納必要額を、弾力化した場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数、予定保険料

収納率を除した、第１号被保険者１人あたりの月額保険料額は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

年額 67,450円 

月額  5,621円 
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【まとめ】 
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 所得段階別保険料 

 

区分 対 象 者 
保険料 

負担率 年間 

第１段階 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって 

世帯全員が住民税非課税の人及び、 

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と 

合計所得金額の合計が 80万円以下の方 

基準額×0.5※ 33,720円 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と 

合計所得金額の合計が 80万円超 120万円以下の方 
基準額×0.625※ 42,150円 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と 

合計所得金額の合計が 120万円を超える方 
基準額×0.75※ 50,580円 

第４段階 

世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税 

非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が 

80万円以下の方 

基準額×0.9 60,700円 

第５段階 

世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非

課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が 80 万円

を超える方 

基準額 67,450円 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

135万円未満の方 
基準額×1.2 80,940円 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

135万円以上 210万円未満の方 
基準額×1.3 87,680円 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

210万円以上 320万円未満の方 
基準額×1.5 101,170円 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

320万円以上 400万円未満の方 
基準額×1.7 114,660円 

第 10段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

400万円以上 600万円未満の方 
基準額×1.9 128,150円 

第 11段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

600万円以上の方 
基準額×2.1 141,640円 

 

※社会保障と税の一体改革の一環として、公費による低所得者の保険料軽減が行われており、表中の負担率と金額

は軽減前の数字です。軽減後の負担率は、第１段階が 0.3、第２段階が 0.5、第３段階が 0.7となっています。 
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第６章 計画の推進体制 

１．計画に関する啓発・広報の推進 

 

本計画並びに基本施策の概要について、高齢者はもとより幅広い市民への周知・啓発を行う

ため、市広報「伸びゆく三田」や市ホームページへの掲載、市政出前講座、市行事、関係する

各種団体・組織等の会合等多様な機会を活用していきます。 

 

２．計画推進体制の整備 

 

 連携及び組織の強化 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び健康増進計画に掲げる幅広い施策を円滑かつ効

果的に進め、三田市総合計画に掲げる理念の実現につなげるため、庁内や関係機関との連携の

充実や組織の強化を行っていきます。 

 

○高齢者の在宅での生活が確保されるために、保健や介護予防、日常生活支援サービスと、介

護保険サービス、そして地域福祉に基づく地域での取り組み等が、一体的かつ適切に提供さ

れるよう、高齢者保健、高齢者福祉、介護保険、地域福祉の担当課間において、日常的な調

整や情報交換を充実していきます。 

 

○保健福祉サービスにかかる対象者情報については、個人情報の保護を遵守しつつ適正に共有

化されるよう、各担当課間や三田市社会福祉協議会、地域包括支援センター、高齢者支援セ

ンター等との情報交換の仕組みづくりに引き続き努めます。 

 

○計画の総合的な推進のためには、健康福祉部各課はもとより、生涯学習担当課、高齢者雇用

担当課、住宅・まちづくり担当課、コミュニティ施策担当課、人権推進担当課等関連する各

課とも連携を強化していく必要があります。既存の庁内組織等も活用しながら、情報交換や

課題解決に向けて全庁的な取り組みを行うことで総合的な推進を図っていきます。 

 

○三田市は、人口構成から団塊の世代が高齢期を迎える年代以降、高齢者は急増していくこと

が予想されます。こうした中、多様化する高齢者ニーズや認知症高齢者の増加への対応、高

齢者虐待の防止等の取り組みがますます求められます。また、今後より進行していく超高齢

社会への対策としてその推進体制の充実や強化に努めます。 
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 保健・医療・介護等の多職種・地域住民との協働 

地域包括ケアシステムを深化し、円滑に推進するためには、高齢者の個別課題の解決や地域

課題の把握について、保健・医療・介護等多職種の協働により取り組むことが重要です。また、

地域課題の解決には、地域福祉の重要な担い手となる民生委員・児童委員やボランティア、地

域住民の自主活動組織等の主体的参画が重要となります。そのため、行政・事業所や医療機関

等の専門職種・地域住民の協働と連帯に基づくパートナーシップを構築していきます。 

 

 県及び近隣市町との連携 

介護保険制度の円滑な運営においては、介護サービスの広域的利用等周辺地域との関わりも

大きいため、県や近隣市町との連携が不可欠となります。そこで、県や近隣市町との情報交換

や連絡体制の強化を図り、近隣地域とも一体となった介護保険事業及び保健福祉事業の展開を

進めます。 

 

３．進捗状況の把握と評価の実施 

 

本計画の目標実現に向けて、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、進捗状況の点検、

評価を三田市高齢者・介護審議会において実施していきます。また、庁内の推進体制として、

引き続き高齢者保健、高齢者福祉及び介護保険を所管する部及び課が中心となり、関係各課や

関係機関との緊密な連携のもと、計画を推進していきます。 

また、第８期計画の策定にあたっては、介護保険の理念である自立支援・重度化防止に向け

た取り組みを推進するため、地域における共通の目標を設定し関係者間で目標を共有するとと

もに、その達成に向けた具体的な計画を作成・評価・見直しをすること（ＰＤＣＡサイクル）

が重要となっています。 

上記を踏まえ、地域の実情に応じて設定した目標を指標とし、各年度において計画の進捗状

況を評価するとともに、新たな取り組みにつなげていきます。 
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資料編 

１．三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画とＳＤＧｓとの関係 

 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは、平成 27年９月に開催された国連サミットにおいて採択

され、17 の目標とそれらに付随する 169 のターゲットから成る持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals、通称ＳＤＧｓ）です。 

人類及び地球の持続可能な開発のために達成すべき課題とその具体的な目標として、令和 12

年までに実行、達成すべき事項を整理しています。 

ＳＤＧｓの目標と本計画に含めた施策との関係は、下表のとおりです。 

 

本計画に関するＳＤＧｓの目標 ＳＤＧｓに関連する「施策の方向性」 

 

食料の安定確保と栄養状態の改善を

達成する 

基本目標Ⅰ 

２．壮・中年期の健康づくりを推進します 

３．介護予防を充実します 

 

あらゆる年齢のすべての人の健康的

な生活を確保し、福祉を推進する 
すべての施策 

 

生涯学習の機会を促進する 

基本目標Ⅰ 

１．高齢者の生きがいづくりを推進します 

 

働きがいのある人間らしい仕事を推

進する 

 

国内および国家間の格差を是正する 
基本目標Ⅲ 

２．高齢者の人権を大切にします 

 

都市と人間の居住地を包摂的、安

全、強靭かつ持続可能にする 

基本目標Ⅳ 

１．快適な住宅・住環境の向上をめざします 
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２．計画策定の過程 

 

開催日時 審議内容等 

令和２年２月 14日～ 

３月６日 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施 

（三田市内に住む高齢者のうち、要介護認定を受けていない方、及び要支援１・

２の方から 3,300名を無作為抽出） 

令和２年４月 23日～ 

５月 15日 

在宅介護実態調査実施 

（三田市内で在宅で介護を受けている要支援・要介護認定者から 1,200名を無

作為抽出） 

令和２年６月 17日～ 

６月 30日 

介護保険サービス提供事業者調査実施 

（市内の介護保険サービス提供事業者） 

ケアマネジャー調査実施 

（市内の居宅介護支援事業所・地域包括支援センターに所属するケアマネジャー

94名） 

令和２年６月 26日 

第１回 三田市高齢者・介護審議会 

（１）第８期三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告について 

令和２年 7月 27日 

第２回 三田市高齢者・介護審議会 

（１）第７期三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の事業評価について 

（２）在宅介護実態調査結果報告について 

令和２年８月 31日 

第３回 三田市高齢者・介護審議会 

（１）第７期計画の成果指標におけるコロナウイルス感染症の影響について 

（２）事業所・ケアマネジャー調査結果報告について 

（３）第８期計画の基本的な方向について 

令和２年 10月 22日 
第４回 三田市高齢者・介護審議会 

（１）第８期計画素案について 

令和２年 11月 18日 
第５回 三田市高齢者・介護審議会 

（１）第８期計画素案について 

令和２年 12月 21日 

～令和３年 1月 20日 
パブリックコメントの実施 
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３．三田市高齢者・介護審議会委員名簿 

 

氏名 所属団体等 区分 

会長 

神戸大学 名誉教授 学識経験者（大学） 足立 正樹 

副会長 

三田市医師会 理事 学識経験者（専門職） 中井 真通 

若林 学 三田市歯科医師会 会長 学識経験者（専門職） 

今村 勝行 宝塚健康福祉事務所 副所長 学識経験者（関係機関） 

堺 莞爾 三田市民生委員児童委員協議会 副会長 福祉関係団体 

上田 博明 三田市社会福祉協議会 事務局長 福祉関係団体 

坂本 裕樹 三田ケアマネジャー協会 会長 職能団体 

西野 さち子 三田市介護相談員 職能団体 

土取 賢 三田市老人クラブ連合会 副会長 地縁型市民団体 

藤原 明子 三田市在宅高齢者介護者の会「つくしの会」 テーマ型市民団体 

中西 眞次 特別養護老人ホーム ゼフィール三田 施設長 介護サービス事業者 

坪之内 裕子 特定非営利活動法人 ふくろう高平 理事長 介護サービス事業者 
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４．三田市高齢者・介護審議会規則 

 

○三田市高齢者・介護審議会規則 

平成 30年 12月 25日 

規則第 33号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、三田市附属機関の設置に関する条例(平成 21 年三田市条例第 2号)第 5条

の規定に基づき三田市高齢者・介護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 2条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 3条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くこ

とができる。 

(臨時委員) 

第 4条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、当該特別事項を明示して

臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。 

2 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときに、その身分を失う。 

(庶務) 

第 5条 審議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。 

(補則) 

第 6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 31年 1月 1日から施行する。 

(招集の特例) 

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第 3 条第 1 項の規定にか

かわらず、市長が招集することができる。 

(三田市地域包括支援センター運営協議会規則及び三田市地域密着型サービス運営委員会規則の

廃止) 

3 三田市地域包括支援センター運営協議会規則(平成 21 年三田市規則第 20 号)及び三田市地域

密着型サービス運営委員会規則(平成 21年三田市規則第 21号)は、廃止する。 
  



 102 

５．用語集 

 

【ア行】 

 

ICT 

Information and Communication Technologyの略。情報処理や通信に関連する技術、産業、

設備、サービスなどの総称。従来はパソコンやインターネットを使った情報処理や通信に関す

る技術を指す言葉として「ＩＴ」が使われてきたが、情報通信技術を利用した情報や知識の共

有・伝達といったコミュニケーションの重要性を伝える意味で「ＩＣＴ」という言葉が使われ

るようになってきている。 

 

アドバンス・ケア・プランニング 

将来の変化に備え、今後の治療・療養について患者本人、家族、近しい人と医療従事者があ

らかじめ話し合い、患者の意思決定を支援するプロセス。 

 

いきいき百歳体操  

おもりを手首や足につけて椅子に座って行う筋力体操。おもりの重さは変更でき、個人の筋

力や体力に合わせて行うことができる。 

 

インフォーマルサービス 

近隣や地域社会、ボランティアなどが行う非公式的な援助のこと。ＮＰＯ法人やボランティ

アグループが行うさービスだけでなく、家族や地域の方などの力も、インフォーマルサービス

に含まれる。対義語はフォーマルサービス。 

 

運動器 

身体機能を支える骨や関節などから構成される筋・骨格・神経系の総称。 

 

SOSネットワーク 

徘徊等による行方不明者が発生した際に、行方不明者の情報を共有し、早期発見・保護につ

なげるためのネットワーク。 

 

NPO 

営利を目的とせず、公共の利益になる活動を行う団体のこと。民間非営利組織とも呼ばれる。

ボランティアや、寄附、会費などが活動の原資となっている。 
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【カ行】 

 

介護相談員 

介護保険サービスの質的向上を目的として、市民公募により選任された相談員が介護保険の

サービス利用者や家族からサービスに対する悩み・苦情・疑問等の相談を受け、サービス提供

事業者へ伝えることで悩み等の解消を図る。 

 

介護給付 

介護保険から支払われる給付。介護給付は要介護度１から５と認定された被保険者に対して

支給され、要支援者には予防給付が支給される。 

 

介護認定審査会 

要介護（要支援）認定の審査判定業務を行うために市町村が設置する機関。コンピュータに

よる一次判定結果、認定調査における特記事項、かかりつけ医等からの医学上の意見書の内容

等をもとに審査判定する。 

 

介護報酬 

介護サービス提供事業者にサービスの対価として支払われる報酬。医療保険における診療報

酬にあたる。介護報酬の額は介護給付費単位数表によって単位数を算定し、地域による１単位

あたりの単価を乗じて算出する。 

 

介護保険施設 

介護保険サービスで利用できる、介護保険法に基づき指定を受けた施設。介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の４つの施設の総称。 

 

介護保険料基準額 

所得段階別保険料の設定に当たって基準となる額。この基準額は、第８期計画における所得

段階別保険料の第５段階に当たる保険料。 

 

介護予防 

高齢者ができる限り自立した生活ができるよう、介護が必要な状態になることを予防するこ

と、もしくは、要介護状態になっても、少しでも状態を改善できるようにすること。 

 

介護予防サービス 

高齢者が要介護状態に陥ることなく、健康でいきいきとした老後生活を送ることができるよ

う支援するサービス。介護予防サービスや地域支援事業によって、要介護状態になることを予

防することがめざされている。 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の判断で利用者の状態・意向を踏まえ、介護予防、生活支援（配食・見守り等）、社

会参加も含めて総合的で多様なサービスを提供する事業。 

サービスＡとは、従前の介護保険による介護予防サービスから人員等の基準を緩和したもの

で、市町村から指定もしくは委託を受けた事業者によって提供される。サービスＢとは、個人

情報の保護等の最低限の基準を設けて、ボランティア主体によって提供される。 

 

かかりつけ医 

家族ぐるみで健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調があるときにいつでも診察

してくれる身近な医師のこと。患者の問題を的確に把握し、適切な指示、緊急に必要な処置の

実施や他の医師への紹介を行い、個人や家庭での継続的な治療について主治医としての役割を

果たす。 

 

課税年金収入 

老齢・退職年金等、町・県民税課税対象の年金収入のことで、障害年金や遺族年金は課税対

象外のため、含まれない。 

 

通いの場 

高齢者が容易に通える範囲にあり、介護予防のため週１回から月１回以上継続してトレーニ

ングや体操などの活動をしたり、住民同士での交流などができる場所。 

 

基本チェックリスト 

65歳以上の高齢者を対象に、日常生活に必要な機能が低下していないかを「運動機能」「口

腔機能」「栄養状態」等 25項目の質問で確認するもの。機能低下が認められる方は「事業対象

者」と判定され、認定申請を行わずに介護予防・生活支援サービスが利用できる。 

 

QOL 

Quality Of Lifeの略。「人生の質」または「生活の質」のこと。広義には、恵まれた環境で

仕事や生活を楽しむ豊かな人生をいい、医療・福祉分野では、延命治療のみに偏らずに、当事

者の生活を向上させることで、その人間性や主体性を取り戻そうという考え方。 

 

救急医療体制 

兵庫県が作成する医療計画に基づき、「重症度」に応じて第一次、第二次、第三次救急医療

の３段階体制をとっている。 

 

協議体 

生活支援の体制整備に向けて、定期的な情報の共有・連携強化の場として設置される組織。

多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する。 
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居宅介護支援 

要支援・要介護認定者のケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行うこと。 

 

緊急通報システム 

日常生活を営む上で常時注意が必要な慢性疾患を有する１人暮らし高齢者世帯等に緊急通報

機器を設置し、急病の際に受信センターに通報を送り、近隣協力員の協力を得て救援される仕

組み。 

 

ケアプラン 

介護保険において、利用者の現状から導き出された課題や希望に合わせて作成されるサービ

スについての計画。 

 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

介護が必要な人の複数のニーズを満足させるために、適切な社会資源と結び付ける手続きを

実施する者。アセスメント、ケア計画作成、ケア計画実施での諸能力が必要とされる。 

 

ケアマネジメント 

様々な医療や福祉のサービスを受けられるように調整し、計画をまとめること。介護支援サ

ービスと呼ぶこともある。 

 

健康寿命 

心身ともに健康で過ごせる人生の長さで、平均寿命から病気やけが等の期間を差し引いて算

出する。 

 

権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症の高齢者、障害者の権利擁

護やニーズ表明を支援し代弁すること。 

 

高齢者支援センター 

高齢者やその家族等からの相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉

サービス（介護保険を含む）が、総合的に受けられるように市区町村等関係行政機関、サービ

ス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等を行う。（三田市では、地域包括支援セン

ターのブランチ（身近な相談窓口）として位置付けている。） 

 

コーホート変化率法 

「コーホート」とは、同じ年（または同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指す。「コーホ

ート変化率法」とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求

め、それに基づき将来人口を推計する方法。  
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国保連合会 

国民健康保険団体連合会の略。国民健康保険の診療報酬明細書の審査と診療報酬の支払いが

主な業務。介護報酬の支払いや審査機能のほか、サービスに関する苦情処理やサービスの質の

向上に関する調査、指定サービス事業者及び施設に対する指導・助言等の役割が与えられてい

る。 

 

 

【サ行】 

 

社会資源 

人々の生活の諸要求や、問題解決の目的に使われる各種の施設、制度、機関、知識や技術な

どの物的、人的資源の総称。 

 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき全国の都道府県、市町村に設置され、そのネットワークにより活動を進

めている非営利の民間組織。住民の福祉活動の場づくり、仲間づくりなどの援助や、社会福祉

にかかわる公私の関係者・団体・機関の連携を進めるとともに、具体的な福祉サービスの企画

や実施を行う。 

 

若年性認知症 

18歳以上 65歳未満の人で認知症の症状がある場合の総称。 

 

シルバー人材センター 

60歳以上の高年齢者が自立的に運営する公益法人で、健康で働く意欲のある高齢者が会員と

なり、それぞれの能力や希望に応じて臨時的・短期的な仕事を供給する。  

 

生活援助員 

高齢者住宅等安心確保事業及び高齢者自立支援ひろば事業を実施している公営住宅入居者の

安否確認、生活相談、コミュニティ活動支援等を行う人のこと。 

 

生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域にお

いて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源

開発やネットワーク構築の機能）を果たす者。 

 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群。  
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成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人の法律行為（財産管理や契約の

締結等）を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して契約を行ったり、同意なく

結んだ不利益な契約を取り消す等の保護や支援を行う民法の制度。制度の利用には、家庭裁判

所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うことになる。なお、身寄りのない人の場合、

市町村長に申立て権が付与されている。 

 

セーフティネット 

支援を必要とする高齢者を発見し、必要とする支援につないでいく仕組み。 

 

前期高齢者・後期高齢者 

65歳以上 75歳未満の方を前期高齢者、75歳以上の方を後期高齢者という。 

 

総合計画 

地域づくりの最上位に位置付けられる財政計画で、長期展望を持つ計画的、効率的な行政運

営の指針が盛り込まれる。 

 

壮・中年期 

三田市健康増進計画（健康さんだ 21 計画）では、31～64歳を壮・中年期、65歳以上を高齢

期と区分している。 

 

 

【タ行】 

 

第１号被保険者・第２号被保険者 

介護保険では、第１号被保険者は 65歳以上、第２号被保険者は 40歳以上 65歳未満の医療保

険加入者をいう。第１号被保険者は、原因を問わず、要介護認定を受けて介護保険サービスを

利用できるのに対し、第２号被保険者のサービス利用は、要介護状態になる可能性の高い特定

の疾病により要介護認定を受けた場合に限定される。 

 

ダブルケア 

子育てと親の介護を同時に抱えている状態。 

 

団塊ジュニア世代 

昭和 46年から昭和 49年までに生まれた世代。 

 

団塊の世代 

昭和 22年から昭和 24年までに生まれた世代。 
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地域共生社会 

「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではなく、高齢者、障害者、児童、

生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる

地域社会。 

 

地域ケア会議 

高齢者への支援の充実、ケアマネジャー等のケアマネジメント実践力の向上、地域課題の解

決等を目的として開催する会議のことで、「地域ケア個別会議」「地域ケア推進会議」等から

構成される。 

 

地域支援事業 

介護や支援が必要となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域での生活を継続することが

できるようにすることを目的として、平成 18年に創設された介護保険制度上の事業。 

 

地域福祉推進員 

地域における福祉課題を住民の主体的な参加により解決がなされるよう、調査、住民組織と

関係機関とのネットワーク、社会資源の開発、情報提供等一連の支援を行っている。 

 

地域福祉計画 

住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である地域住民、福祉サー

ビスを提供する事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等の地域で福祉活動を行う者をは

じめとする地域の関係団体の参加を得て、地域の生活課題を、それに対応する必要なサービス

の内容・量や、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を計画的に整備することを

内容とする計画。 

 

地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制のこと。  

 

地域包括ケア「見える化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するた

めの情報システム。介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する

様々な情報が一元化されている。 

 

地域包括支援センター 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住

民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等

を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関であり、介護で困った事や問い合わせ

の窓口となる事業所。  
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地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サー

ビス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事

業。  

 

チームオレンジ 

認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援等を行う、認知症サポーターの近隣チー

ム。認知症の人もメンバーとしてチームに参加することが望まれる。 

 

超高齢社会 

総人口に占める高齢者（65歳以上）の割合が 21％を超える社会のこと。７％を超える社会は

「高齢化社会」、14％を超える社会は「高齢社会」という。 

 

特定健康診査・特定保健指導 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき実施されている健康診査で、対象者は各医療

保険者の 40～74 歳の被保険者及び被扶養者。高血圧や脂質異常症等の生活習慣病の原因とな

るメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者と、その危険性のある人に対し、生

活習慣の改善を図ることで生活習慣病を予防するための保健指導を行うもの。 

 

 

【ナ行】 

 

日常生活圏域 

保険者の区域を地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件などを勘案して身近な生活圏

で区分けした、地域包括ケアの基礎となるエリア。 

 

日常生活自立支援事業 

福祉サービスの利用援助手続きや申請代行等の利用援助をはじめ、日常的な金銭管理や書類

等の預かりを行い、自己決定能力が低下しているために様々なサービスを充分に利用できない

方や、日常生活に不便を感じている高齢者や障害者の方々への支援を行う。 

 

任意事業 

地域支援事業のうち市町村の判断により行われる事業で、介護保険事業の運営の安定化を図

るとともに、被保険者や介護者などを対象とし、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを

目的とした事業。事業の種類としては、「介護給付等費用適正化事業」や「家族介護支援事業」

などがある。 

 

認知症 

色々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、動きが悪くなったために様々な障害が起こり、

生活する上で支障が出ている状態。  
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認知症カフェ 

認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場。 

 

認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者。  

 

認知症施策推進大綱 

認知症の発症を遅らせ、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける

ことができる社会の実現をめざし、認知症施策推進関係閣僚会議において令和元年６月 18 日

にとりまとめられたもの。  

 

認知症疾患医療センター 

認知症高齢者とその家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるための支援の一つとし

て、都道府県や政令指定都市が指定する病院に設置するもので、認知症疾患における鑑別診断、

地域における医療機関等の紹介、問題行動への対応についての相談の受付等を行う専門医療機

関。 

 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が認知症の疑いのある人、認知症の人とその家族を訪問（アウトリーチ）し、

認知症の専門医による鑑別診断等を踏まえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期

の支援を包括的・集中的に行い、自立支援のサポートを行うチーム。  

 

認知症地域支援推進員 

認知症の人ができる限り住み慣れたよい環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策

や事業の企画調整等を行う者。 

 

認定調査 

要介護・要支援認定の申請があったときに、調査員が訪問し、本人と家族への面接によって

行う聞き取り調査のこと。結果は、要介護・要支援認定を行う介護認定審査会で使用される。 

 

ノンステップバス 

高齢者や障害のある人等誰もが利用しやすいように、乗降口に階段がなく直接乗降できる超

低床のバス。 

 

 

【ハ行】 

 

ハザードマップ 

予想される自然災害の種類や危険地域の範囲を地図上に示し、災害発生時に住民が迅速かつ

安全に避難でき、被害を最小限に抑えるための対策を記入した地図。 
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パブリックコメント 

行政機関が命令等（条例等）を制定するにあたって、事前に命令等の案を示し、その案につ

いて広く住民から意見や情報を募集するもの。  

 

バリアフリー 

障害のある人が生活しやすいよう、物理的、社会的、心理的な障害、情報面、制度面などの

障壁を取り除くこと。  

 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan（目標を決め、それを達成するために必要な計画を立案）、Do（立案した計画の実行）、

Check（目標に対する進捗を確認し評価・見直し）、Action（評価・見直しした内容に基づき、

適切な処置を行う）というサイクルを回しながら改善を行っていくこと。 

 

避難行動要支援者支援制度 

災害対策基本法に基づき、災害時等の避難に支援を要する人（避難行動要支援者）の名簿を

市で作成し、地域等に名簿情報を提供する制度。 

 

被保険者 

介護保険においては、高齢者のみならず 40歳以上の者を被保険者としている。年齢を基準に

第１号被保険者（65 歳以上の人）と第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の医療保険に加入し

ている人）に区分される。 

 

兵庫県地域医療構想 

住民が、住み慣れた地域で生活しながら、状態に応じた適切で必要な医療を受けられる地域

医療の提供体制、すなわち「地域完結型医療」を整備することを目的に、兵庫県保健医療計画

の一部として兵庫県が策定するもの。 

 

兵庫県保健医療計画 

がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の５疾病と、地域医療の確保

において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小

児医療（小児救急を含む。）の５事業及び在宅医療について、それぞれに求められる医療機能

を明確にした上で、地域の医療関係者等の協力の下に、医療連携体制を構築するとともに、そ

れをわかりやすく示すことにより、患者や住民が地域の医療機関ごとの機能分担の現状を理解

し、病期に適した質の高い医療を受けられる体制を整備するために策定するもの。 

 

福祉避難所 

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、一般の避難所生活において何らかの特別の配

慮を必要とする方で、介護保険施設や医療機関に入所・入院するに至らない程度の要援護者を

受け入れる避難所。 
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福祉有償運送 

営利を目的としない NPO 法人等が、障害者、要支援・要介護認定者等公共交通機関を使用し

ての移動が困難な人を対象に、通院・通所等の送迎を目的に有償で行う移送サービス。 

 

ふれあい活動推進協議会 

身近な生活の場で、誰もが安心して豊かに暮らす地域づくりをめざして、住民が力を合わせ、

専門機関と協力しあいながら進める住民自身による自主的な活動組織。ふれあいを基調とし、

地域の特性に合わせた事業を展開。 

 

ふれあいサロン 

地域にお住まいの高齢者等が気軽に集える場所をつくることにより、地域の「仲間づくり」・

「出会いの場づくり」・「健康づくり」をするための活動。 

 

フレイル 

健康な状態と要介護状態の間の段階で、加齢に伴う体力低下、低栄養、口腔機能低下等、心

身の機能が低下し弱った状態のことをいう。フレイルの段階を経て要介護状態になると考えら

れている。 

 

フレイル予防 

従来の介護予防をさらに進め、より早期からの介護予防を意味している。フレイルの進行を

予防するためには、身体的要素、心理的・精神的要素、社会的要素３つの側面から総合的にみ

て対応する必要がある。 

 

ヘルスプロモーション 

自分たちの力で健康や豊かな人生を手に入れられるよう、専門職が知識・技術の提供や環境

づくり等を通じて支援する形のこと。 

 

包括的支援事業 

地域支援事業のうち、地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携の推進、認知症施

策の推進等。 

 

保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金） 

各市町村が行う自立支援・重度化防止の取り組み及び都道府県が行う市町村に対する取り組

みの支援に対し、それぞれ評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、交付金を交

付する。 

 

ボランティア 

一般に「自発的な意志に基づいて人や社会に貢献すること」を意味する。「自発性：自由な

意志で行うこと」「無償性：利益を求めないこと」「社会性：公正に相手を尊重できること」

といった原則がある。 
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【マ行】 

 

見守りネットワーク 

小地域を単位として近隣の人や関係機関が、見守り・声かけ活動等を行い、誰もが安心して

住み慣れた地域で、暮らせるような地域づくり、まちづくりを進める活動のこと。 

 

民生委員・児童委員 

民生員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場

に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める者。児童福祉法による児童

委員も兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応じている。 

 

 

【ヤ行】 

 

要介護状態 

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的

な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を

要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分（要介護１

～５）のいずれかに該当する。 

 

要介護認定 

要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行

うもの。  

 

予防給付 

介護保険制度で要支援の認定を受けた被保険者に提供される介護サービス、介護に関わる費

用の支給のこと。 

 

 

【ラ行】 

 

リハビリテーション 

障害、病気、ケガを抱える人が、機能回復や社会復帰をめざす機能回復訓練のこと。 

 

老人クラブ 

地域の仲間づくりを目的とする、概ね 60歳以上の市民による自主組織。徒歩圏内を範囲に単

位クラブが作られ、市町村や都道府県ごとに連合会がある。原則として助成費は国、都道府県、

市町村が等分に負担する。 
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